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給付の在り方（施設、住まい）について

社会保障審議会
介護保険部会（第28回）
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資料



（１）今後の介護保険施設の機能や在り方
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① 介護施設の状況について
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（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」

（注）１ 特定施設については、平成16年以前の統計は存在しない。

２ 特別養護老人ホーム及び特定施設の平成18年及び19年の数字は、それぞれ地域密着型（定員29人以下）のものは含まない。

（各年１０月１日現在）

施設・居住系サービスの定員数の推移
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平成12年度から、8年間で特別養護老人ホームは約12万、老人保健施設は約9万、
グループホームは約13万増加し、介護療養型医療施設は約1.7万減少している。



サービス類型ごとの利用者数／給付費内訳等
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○給付費内訳（補足給付含む）
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サービス利用者のうち、居宅サービスは66％、施設サービスは26％であるが、
給付費においては、居宅サービスは44％、施設サービスは46％となっている。

利用者・給付費内訳

（出典）厚生労働省「介護給付費実態調査 平成22年4月審査分」
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高齢者向けの住宅と施設のストックの現状
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介護保険３施設、

その他の施設･居
住系サービスに比
べ、高齢者向け住
宅の数が少ない。
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介護保険施設等の概要

（注1） 介護老人福祉施設及び特定施設の施設数及び定員数（利用者数）は、地域密着型施設を除いた数字である。
（注2） 認知症高齢者グループホーム及び特定施設については定員数ではなく利用者数を記載している。
（資料出所） 施設数、定員数（利用者数）については、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（平成20年10月１日時点）。

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

（注１）

老人保健施設
介護療養型

医療施設

認知症高齢者

グループホーム

特定施設

（有料老人ホーム、

ケアハウス等）

（注１）

基本的性格
要介護高齢者の

ための生活施設

要介護高齢者が

在宅復帰を目指す

リハビリテーション
施設

重医療・要介護
高齢者の長期療
養施設

認知症高齢者の
ための共同生活
住居

要介護高齢者も
含めた高齢者の
ための生活施設

施設数 6,015 3,500 2,252 9,292 2,617

定員数 422,703 319,052 99,309
132,069

（注２）

97,645

（注２）
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老人保健施設
特別養護
老人ホーム

認知症高齢者
グループホーム

特定施設

3.293.83 2.65 2.69

277.6日1,465.1日 (データなし) (データなし)

8㎡以上10.65㎡以上 7.43㎡以上 適当な広さ

4人以下4人以下 原則個室 原則個室

常勤１以上必要数

100:1以上（非常勤可）

看護職員

理学療養士（PT）
作業療法士（OT）

ＰＴ又はＯＴが

100：1以上

機能訓練指導員 1以上 1以上

100：1以上常勤１以上 100:1以上

100:1以上 （うち1名常勤）

介護支援専門員 常勤1以上常勤1以上 1以上 1以上

（計画作成担当者） 100：1を標準100：1を標準 100：1を標準

１ 平均要介護度は、厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成21年2月審査分）から算出

２ 平均在所日数については、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（平成19年9月中の退所者等について）

３ 特定施設は、外部サービス利用型特定施設を除く。

主
な
職
員
配
置
基
準

１部屋の定員数

平均要介護度

平均在所日数

１人当たり居室面積

3:1以上

医師

生活（支援）相談員

看護・介護
3:1以上

(看護2/7)

看護・介護
3:1以上

利用者100人の
場合、看護3人

看護・介護
3:1以上

入所者100人の
場合、看護3人

介護職員

介護保険施設等の主な基準等

介護報酬（要介護3)

介護療養型
医療施設

4.36

427.2日

6.4㎡以上

4人以下

３以上

48:1以上

6:1以上

PT及びＯＴが

適当数

常勤１以上

100:1以上

6:1以上

792単位 915単位 1,142単位 865単位 711単位
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１ 介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号）

第十二条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
第二十二条の二 計画担当介護支援専門員は、第十二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、
指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかに
ついて定期的に検討すること。

三 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、
その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助
を行うこと。

四 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほ
か、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

五 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
記録すること。

六 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
七 第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

２ 介護老人保健施設
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号）

第十四条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
第二十四条の二 計画担当介護支援専門員は、第十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、
指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについ
て定期的に検討し、その内容等を記録すること。

三 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

四 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
五 第三十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設における
介護支援専門員の役割に係る規定について
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１ 生活相談員に係る規定
介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号）
第七条
４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において

日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
５ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなけれ
ばならない。

２ 支援相談員に係る規定
介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号）
第八条
４ 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅におい

て日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
５ 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で
協議しなければならない。

介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設における
生活相談員、支援相談員の役割に係る規定について
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介護保険３施設の平均要介護度
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平成１３～１４年介護給付費実態調査（各年１１月審査分） 平成１５～２０年介護サービス施設・事業所調査（各年1０月1日）
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入所者の平均要介護度については、介護保険３施設いずれも上昇している。



（注）特別養護老人ホームについては地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護については地域密着型
特定施設入居者生活介護もそれぞれ含む。

出典：「平成２０年介護サービス施設・事業所調査」厚生労働省大臣官房統計情報部
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ その他

平成20年10月1日

施設類型
（施設数・入所者数）
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施設･居住系サービスの要介護度別利用者の構成割合

介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設は要介護度が重い利用者が多い。
グループホーム、特定施設は要介護度が軽い利用者が多い。
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介護保険施設別・要介護度別入所者数 平成２２年４月

要介護３以下の入所者は１４．５万人
（特養全体の３２．７％）
在宅の要介護４～５の入所申込者は６．７万人

（出典）厚生労働省「介護給付費実態調査 平成22年4月審査分」

施設利用者の要介護度

12単位 (千人)



要介護２～５の高齢者数に対する施設・居住系サービス（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢
者グループホーム、介護専用型特定施設、介護療養型医療施設）の利用者数の割合（平成２１年３月時点）
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要介護２～５の高齢者の中で、施設･居住系サービス利用者の割合は
東京、大阪、神奈川、京都など大都市部において低い。

出典：第３期（平成18～20年度）市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画における介護給付等
サービス量の見込みと実績の比較について



特別養護老人ホーム入所者の要介護度別割合
（平成２２年４月）
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馬

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

新
潟

富
山

石
川

福
井

山
梨

長
野

岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

和
歌
山

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

要介護５ 要介護４ 要介護３ 要介護２ 要介護１

14
（出典）厚生労働省「介護給付費実態調査 平成22年4月審査分」
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所得段階別の入所割合

【出典】「平成18年度介護サービス施設・事業所調査」

6.0%

4.5%

8.5%

6.7%

30.9%

32.0%

56.6%

44.1%

10.5%

10.7%

14.3%

12.5%

51.5%

51.8%

19.6%

35.7%

療養

老健

特養

総数

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階以上 不詳
補足給付の
利用者負担段階

・市町村民税世帯非課税
の老齢年金受給者

・生活保護受給者

・市町村民税世帯非課税
であり、課税年金収入額
＋ 合計所得金額が
80万円以下

・市町村民税世帯非課税
で第2段階に該当しない者

・市町村民税本人非課税者
・市町村民税本人課税者

特別養護老人ホームの入所者のうち、市町村民税世帯非課税の方の割合は
約８割。
老人保健施設については、約５割。介護療養型医療施設は約５割。



特別養護老人ホームの入所申込者の状況

要介護１～３ 要介護４～５ 計

全体
２４．３

（５７．６％）
１７．９

（４２．４％）
４２．１

（１００％）

うち在宅の方
１３．１

（３１．２％）
６．７

（１６．０％）
１９．９

（４７．２％）

うち在宅でない方
１１．１

（２６．４％）
１１．１

（２６．４％）
２２．３

（５２．８％）

単位：万人

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計した
もの。（平成２１年１２月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）
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特別養護老人ホームの入所申込者４２．１万人のうち、在宅で要介護度が重い
申込者が６．７万人。要介護度３以下の申込者が２４．３万人おり、
在宅でない申込者も２２．２万人いる。



特別養護老人ホーム入所申込者状況調査 各府県集計方法
府 県 名 内 容

秋田県 在宅のみ

富山県 要介護３以上のみ（介護３施設とグループホームは含まない。）

石川県 在宅のみ

長野県 在宅のみ

愛知県 在宅及び医療機関

京都府 非在宅のうち、介護３施設、養護、軽費、グループホーム、有料は含まない。

大阪府 １年以内に入所を希望している者で、非在宅のうち、介護３施設は含まない。

和歌山県 在宅のみ

岡山県 在宅のみ

愛媛県 １年以内に入所を希望する者で、介護３施設以外の非在宅及び在宅の者。

高知県 要介護３以上のみ

佐賀県 在宅のみ

宮崎県 非在宅のうち、介護３施設は含まない。

沖縄県 在宅のみ

１４府県 17



特別養護老人ホームにおける入所申込者に関する調査研究
（平成21年度老人保健健康増進等事業）

＜施設概況調査：3,272施設分（回収率50.8％）、入所申込者：44,757人分、新規入所者：41,912人分＞

１．要介護度の状況と入所の状況
・入所申込者と新規入所者の要介護度を比較すると要介護度の高い者（要介護度４，５）が優先的に入所し
ている。

要支援１
0.2%

要支援２
0.4%

要介護１
12.0%

要介護２
17.7%

要介護３
25.5%

要介護４
23.3%

要介護５
17.1%

不明
3.8%

入所申込者の要介護度

４０．４％

要支援１

0.0%

要支援２

0.0% 要介護１

2.1%

要介護２

7.8%

要介護３

26.5%

要介護４

37.2%

要介護５

25.0%

不明等

1.4%

新規入所者の要介護度

平均３．７６

６２．２％

平均３．１５

18



２．在宅・施設入所の状況と入所の状況
・入所申込者と新規入所者の居所をみると、どちらも在宅（短期入所を含む）の割合は４割前後であり、施設
等からの入所が約６割である。

自宅（短期

入所中を含

む）

36.2%

他の特別養

護老人ホー

ム

1.3%

介護老人保
健施設
23.2%

介護療養型
医療施設

3.7%

有料

老人

ホー

ム
1.7%

ケアハウス
1.4%

認知症グ

ループホーム

5.2%

病院・診療

所

21.7%

その他

2.6%

無回答

3.1%

入所申込者の居所

自宅（短期

入所中を含

む）

40.1%

他の特別養

護老人ホー

ム

0.8%

介護老人保
健施設
26.9%介護療養型

医療施設
3.7%

有料老人

ホーム

1.5%

ケアハウス

1.0%

認知症グ

ループホーム

3.9%

病院・診療

所

18.3%

その他

2.4%

無回答

1.3%

新規入所者の居所

施設等56.1％
施設等58.2％

19



３．家族・介護者（同居人数）の状況と入所の状況
・在宅（短期入所中を含む）の入所申込者と新規入所者の同居者数（本人を含む）をみると、どちらも平均同
居人数は２．７人であり、２割前後が一人暮らしである。

１人
19.8%

２人
27.1%

３人
21.9%

４人
10.6%

５人
5.6%

６人
2.6%

７人以上
1.6%

無回答
10.8%

入所申込者の同居人数

４６．９％

１人
21.8%

２人
27.1%

３人
25.9%

４人
11.5%

５人
5.9%

６人
3.2%

７人以上
2.0%

無回答
2.5%

新規入所者の同居人数

平均２．７人

４８．９％

※在宅者のみ（短期入所を含む）。同居人数には本人を含む

平均２．７人

20



４．主な介護者の状況と入所の状況
・在宅（短期入所中を含む）の入所申込者と新規入所者の主な介護者をみると、どちらも配偶者が約２割、子
どもが約４割である。

なし
7.9%

配偶者
23.1%

子
37.3%

子の配偶者
17.8%

兄弟姉妹
2.3%

孫
0.9%

その他
3.3%

不明等
7.3%

入所申込者の主な介護者

なし
8.1%

配偶者
20.7%

子
37.7%

子の配偶者
21.5%

兄弟姉妹
2.8%

孫
1.3%

その他
4.6%

不明等
3.4%

新規入所者の主な介護者

※在宅者のみ（短期入所を含む）

21



５．サービス利用状況と入所の状況
・在宅で入所申込みを行った者と入所直前まで在宅で生活していた新規入所者の利用サービスをみると、
入所に至った7割強の者は、短期入所系サービスを利用しながら入所待ちをしていた。

4.9

7.3

18.8

50.0

39.1

1.6

3.7

21.4

3.6

5.8

15.4

44.8

74.1

1.4

3.4

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

利用なし

訪問看護

その他訪問系

通所系

短期入所系

小規模多機能型居宅介護

その他

不明等

在宅における入所申込者及び新規入所者の利用サービスの状況

入所申込者

新規入所者

％

※

22
※ その他訪問系には、訪問介護、訪問リハビリテーション等を含む。



６．入所申込者の入所の必要性

・施設から見て、すぐに入所が必要な者は約１割、１
年以内の入所が望ましいし者は約２割である。

すぐにも入

所が必要
9.1%

１年以内の

入所が望ま

しい
21.4%

１年程度は

在宅で対応

可能
21.0%

わからない・

判断できな

い
44.2%

無回答
4.3%

施設から見た申込者の入所の必要性

平均要介護度：3.47
要介護度4，5：51.1％

７．入所申込から入所までの期間

・入所申込から入所までの期間をみると約６割の者
は１年以内に入所している。

・入所までの平均期間は１年３ヶ月である。

３ヶ月未満
17.0%

３ヶ月～６ヶ

月未満
18.5%

６ヶ月～１年

未満
21.3%

１年～１年

６ヶ月未満
12.3%

１年６ヶ月～

２年未満
7.2%

２年～３年

未満
8.6%

３年～４年

未満
4.6%

４年以上
6.9%

無回答
3.6%

入所までの期間
平均 １年３ヶ月

５６．９％

平均要介護度：3.70
要介護度4，5：60.4％
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① 都道府県交付金は、廃止・一般財源化
② 市町村交付金は、対象事業の範囲を拡充し、利用しや

すい制度へと改善

都道府県交付金

特養、老健、ケアハウス等

大規模・広域型の施設の整備

市町村交付金

地域密着型サービス

拠点等の整備

【平成１７年度】 【平成１８年度以降】

廃止・一般財源化

対象範囲を拡充(交付金のメニューを３つに再編)

①地域介護・福祉空間整備交付金（ハード交付金）

・地域密着型サービス拠点等の整備

③先進的事業支援特例交付金（ハード交付金）

・介護療養型医療施設から老健等への施設転換
・既存特養の個室・ユニット化改修
・緊急ショートステイ居室の整備 等

②地域介護・福祉空間推進交付金（ソフト交付金）

・地域密着型サービス等の導入に必要な設備やシステムの整備
・高齢者と障害者・子どもとの共生型サービスの推進 等

【平成１６年度以前】

社会福祉施設等
施設整備費補助

市町村に対する
直接補助制度なし

地方自治体から、事務手続きが煩
雑、使い勝手が悪いという声がある
ことを踏まえ、交付金化することで、
事務の簡素化、地方の裁量の拡大
を図る。

個々の施設ごとに固定的な
補助基準単価により補助

○平成18年度に廃止・税源移譲される国の施設整備費補助金に係る施設整備

に要する事業費のうち、従来の補助金相当部分（補助率かさ上げ部分を含む。）

については、原則と して｢特別の地方債｣を充当。

○当該地方債の元利償還金については、後年度その100%を普通交付税の基準

財政需要額に算入。

（８６６億円）

（１８年度 ４７６億円）

（２１年度 ４０７億円）

交付金の見直し概要

24



介護拠点等の緊急整備
（１）目的

小規模特別養護老人ホーム（定員29人以下）やグループホームなどの整備に係る市町村交
付金の拡充、定員30人以上の施設の整備に係る都道府県補助金に対する地方財政措置の拡
充により、地域の介護ニーズに対応する。

（２）助成のスキーム（特別養護老人ホームの場合）

（３）事業規模 合計約3,011億円（３年分）

市町村交付金

１床当たり
200万円

１床当たり
225万円

100％
地財措置

【現行】

＝補正予算対応

＝地財措置対応

（各都道府県の実
事業費に応じた
措置）100％

地財措置

都道府県補助分

【改正案】

開設等経費

単価 UP

【改正案】

【現行】
開設等経費

150万円

60万円
（上限）

*
*

*：「特別の地方債」の起債対象となり、その元利償還
金が100％普通交付税で手当てされる。

※都道府県補助分と合わせ、平成21年度～平成23年度で１６万床分の整備を目標に推進
25



目標
(平成21～23

年度)
平成21年度

実績
平成22年度

見込
２か年計

介護基盤
の緊急整備

16万人分 2.7万人分 6.1万人分 8.7万人分

※ 平成21年度実績については、各都道府県等における補助ベースで計上している。
※ それぞれ整備量には､補助金交付を受けずに事業者が自己財源により整備するものを含む｡
※ 対象施設については、以下のとおり。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、
ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）、小規模多機能型居宅介護事業所

※ 介護基盤整備に対する支援としては、各都道府県に設置された介護基盤緊急整備等臨時特例基金（平成21
年度第一次補正予算により措置）を原資とした小規模（定員29人以下）な施設に対する補助を実施。
また、広域型（定員30人以上）の施設に対しては、各都道府県、指定都市及び中核市による補助

（特別の地方債による地方財政措置を講じている。）が行われている。

「介護基盤の緊急整備」実施状況等について
（各自治体より提出）

26



（単位：人分） （単位：人分） （単位：人分）

都道府県名
平成21年度

実績
平成22年度

計画
２か年計 都道府県名

平成21年度
実績

平成22年度
計画

２か年計 都道府県名
平成21年度

実績
平成22年度

計画
２か年計

1 北 海 道 1,130 2,033 3,163 21 岐 阜 県 241 1,471 1,712 41 佐 賀 県 180 0 180

2 青 森 県 242 470 712 22 静 岡 県 223 2,541 2,764 42 長 崎 県 438 0 438

3 岩 手 県 660 354 1,014 23 愛 知 県 625 2,901 3,526 43 熊 本 県 506 1,083 1,589

4 宮 城 県 404 1,594 1,998 24 三 重 県 318 907 1,225 44 大 分 県 133 447 580

5 秋 田 県 290 562 852 25 滋 賀 県 270 723 993 45 宮 崎 県 90 342 432

6 山 形 県 211 772 983 26 京 都 府 816 956 1,772 46 鹿児島県 499 1,284 1,783

7 福 島 県 527 1,042 1,569 27 大 阪 府 3,134 3,173 6,307 47 沖 縄 県 36 481 517

8 茨 城 県 1,073 1,443 2,516 28 兵 庫 県 158 2,827 2,985 合 計 26,715 60,067 86,782

9 栃 木 県 208 934 1,142 29 奈 良 県 919 631 1,550

10 群 馬 県 389 678 1,067 30 和歌山県 111 484 595

11 埼 玉 県 2,112 3,661 5,773 31 鳥 取 県 172 50 222

12 千 葉 県 615 4,049 4,664 32 島 根 県 45 344 389

13 東 京 都 1,714 6,062 7,776 33 岡 山 県 590 1,215 1,805

14 神奈川県 3,082 3,783 6,865 34 広 島 県 339 1,435 1,774

15 新 潟 県 478 797 1,275 35 山 口 県 386 738 1,124

16 富 山 県 108 620 728 36 徳 島 県 186 23 209

17 石 川 県 9 341 350 37 香 川 県 153 377 530

18 福 井 県 164 324 488 38 愛 媛 県 226 653 879

19 山 梨 県 43 327 370 39 高 知 県 136 796 932

20 長 野 県 1,077 1,606 2,683 40 福 岡 県 1,249 2,733 3,982

（参考）

「介護基盤の緊急整備」実施状況等について（各都道府県の状況）

※  それぞれ整備量には、指定都市及び中核市分を含んで計上している。 27



28

施設サービスに対するこれまでの指摘事項の概要

○ 大都市民生主管局長会議（平成21年7月）
・ 地域介護・福祉空間施設整備等交付金の市町村交付金については、地方自治体

が行う介護サービス基盤の整備における需要見込みを踏まえ、必要かつ十分な
財源措置を講ずること。

○ 都道府県民生部長連絡協議会（平成21年7月）
・ 地域密着型特養は広域型と比較して経営が脆弱であるため、介護基盤緊急整備

等臨時特例交付金の中で計られた補助単価の増額を恒久的なものとすること。
○ 全国市議会議長会（平成21年7月）、全国市長会（平成21年6月）等

・ サービス基盤整備について、十分な財政措置を講じること。
○ 東京都（平成22年6月）

・ 広域型施設についても介護基盤緊急整備等臨時交付金の対象とするとともに、
平成23年度までの時限となっている本事業について延長を検討すること。

○ 経済同友会（平成22年6月）
・ 重度者に対する介護の社会化をさらに進めるために、一定の数と水準の施設は

設置が必要である。しかし、一方で介護保険財政の持続性を確保しなければなら
ないことから、入所対象者はより重度者に限定するべきである。

・ 全国一律の施設・設備基準を基本にしつつも、大都市では需要増加に柔軟に対
応できるように、各地域での裁量の余地を設ける。これにより学校や社宅等の介護
施設への転用等が促進されるようになれば、施設の建設や運営にかかるコストも
抑制可能になる。
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１ できる限り住み慣れた地域で暮らせるよう、高齢者本人の選択により、
在宅・施設サービスを利用できるようにすべきである。

特別養護老人ホームの入所申込者が４２．１万人、そのうち、在宅で
要介護４、５の方が６．７万人いる中で、現在進めている施設の緊急整備に
加えて、在宅サービスの充実及び高齢者住宅の供給促進を推進する必要が
あるのではないか。

２ 介護保険施設の整備、在宅サービスの充実、高齢者の住まいの供給状況
は各地域において差異がある。自治体において、今後の高齢化の状況と地
域ニーズを把握したうえで、地域の実情に応じた整備をどのように進めていく
べきか。

３ 施設入所者が重度化し、医療ニーズが高まる一方、老老介護など家族の
状況も変化する中で、今後、それぞれの施設の入所者像をどのように考える
か。

29
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② ユニット型と多床室の状況について

30



○ 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針（平成18年3月31日厚労告314号）

・ 平成２６年度までに
介護保険施設の入所定員中、ユニット型の比率を５０％以上
そのうち、特養の入所定員についてユニット型の比率を
７０％以上
とすることを目標としている。

○ 長妻大臣国会答弁（平成22年3月31日参議院厚生労働委員会）
厚生労働省としては、特養の入所定員のうち、平成二十六年度で七〇％をユニット型にすると

目標を掲げております。七〇％を個室にするという目標でありまして、これは推進をしていきた
いというふうに考えております。

やはり、御家族がそのお年を召した入所者のところにたくさん訪れる御家族と、御家族が訪問
しない方と同じ部屋でありますと、全部それが分かってしまう。あるいは、夜中にそこのトイレで
はなくてそのベッドの横で用を足すときの音がこれは聞こえて、においも出ると。いろいろなそこ
で暮らすと問題、御苦労があるというふうに考えておりますので、基本的にはユニット型を推進を
していきたいというふうに考えております。
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32

ユニットケアとは

個室
個室 個室

個室

個室

個室個室個室

隣
の
ユ
ニ
ッ
ト
や
共
用
ス
ペ
ー
ス

隣のユニットや共用スペース

リビングスペース

（共用空間） ○在宅に近い居住環境

○入居者一人一人の個性や生活のリズ
ムに沿う

○他人との人間関係を築く

認知症高齢者ケアにも有効
○小規模な居住空間
○家庭的な雰囲気
○なじみの人間関係

ハードウエアとソフトウエア
双方で対応：
○在宅に近い居住環境

（個室と共用空間）
○ユニットごとに職員を配置

（生活単位と介護単位の一致）

個別ケアを実現するための手法 利用者一人ひとりの個性や

生活のリズムを尊重したケア
具体的には・・

在宅に近い居住環境で、利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿い、他人との人間関係を
築きながら日常生活を営めるように介護を行う。

個性や生活のリズムを保つための個室と、ほ
かの利用者や地域との関係を築くためのリビ
ングやパブリックスペース、などのハード

小グループごとに配置された職員による、
利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに
沿ったケアの提供、というソフト

その実現のためには

ユニット型施設の例
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ユニット型施設の施設数・定員数の年次推移

各年10月1日

※ユニット型施設数には、一部ユニット型での実施施設も含む。

出典：厚生労働省｢介護サービス施設・事業所調査｣

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

全施設 ユニット型 割合（％） 全施設 ユニット型 割合（％）

平成１５年
施設数 ５，０８４ ７５ １．５ ３，０１３ １４３ ４．７

定員数 ３４６，０６９ ４，４８０ １．３ ２６９，５２４ － －

平成１６年
施設数 ５，２９１ ３７３ ７．０ ３，１３１ ２３３ ７．４

定員数 ３６３，７４７ １７，７９９ ４．９ ２８２，５１３ － －

平成１７年
施設数 ５，５３５ ７７１ １３．９ ３，２７８ ２３８ ７．３

定員数 ３８３，３２６ ３９，４６７ １０．３ ２９７，７６９ － －

平成１８年
施設数 ５，７１６ １，１１６ １９．５ ３，３９１ ２０４ ６．０

定員数 ３９９，３５２ ５９，２７８ １４．８ ３０９，３４６ ９，１６７ ３．０

平成１９年
施設数 ５，８９２ １，４３９ ２４．４ ３，４３５ ２５０ ７．３

定員数 ４１２，８０７ ７８，１３５ １８．９ ３１３，８９４ １１，４８７ ３．７

平成２０年
施設数 ６，０１５ １，６３０ ２７．１ ３，５００ ２８６ ８．２

定員数 ４２２，７０３ ８９，５７１ ２１．２ ３１９，０５２ １３，４２３ ４．２
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○ ユニット型施設について、介護老人福祉施設においては、定員の２１．２％、
老人保健施設においては４．２％がユニット型施設にとどまっている。



特別養護老人ホーム 老人保健施設 介護療養型医療施設

基本的性格
要介護高齢者のための
生活施設

要介護高齢者が在宅復帰
を目指すリハビリテーショ
ン施設

重医療・要介護高齢者の長期療
養施設

定義

65歳以上の者であって、
身体上又は精神上著しい
障害があるために常時の
介護を必要とし、かつ、居
宅においてこれを受ける
ことが困難なものを入所
させ、養護することを目的
とする施設

要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、
看護、医学的管理の下に
おける介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに
日常生活上の世話を行う
ことを目的とする施設

療養病床等を有する病院又は診
療所であって、当該療養病床等
に入院する要介護者に対し、施
設サービス計画に基づいて、療
養上の管理、看護、医学的管理
の下における介護その他の世話
及び機能訓練その他必要な医療
を行うことを目的とする施設

介護保険法上の類型 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

主な設置主体
地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

医療法人

地方公共団体

医療法人

居室面
積

・定員数

従来型

１人当たり面
積

10.65㎡以上 8㎡以上 6.4㎡以上

定員数 ４人以下 ４人以下 ４人以下

ユニット
型

１人当たり面
積

13.2㎡以上

定員数 原則個室（共同生活室が必要）

医師の配置基準 必要数（非常勤可）
常勤１以上

100:1以上

３以上

48:1以上

介護職員の配置基準
看護・介護 ３：１以上

入所者100人の場合、看護３人

看護・介護 ３：１以上

（看護２／７）

６：１以上

看護職員の配置基準 ６：１以上

入所施設・居住施設の概要
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低所得者の食費・居住費の負担軽減（補足給付）の仕組み

利用者負担段階 対象者の例

第１段階 ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

第２段階 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額＋合計所得金額が
８０万円以下の方

第３段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第２段階該当者以外の方

第４段階 ・市町村民税本人非課税者
・市町村民税本人課税者

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

○ 食費・居住費について、利用者負担第１～第３段階の方を対象に、所得に応じた
負担限度額を設定

○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を介護保険から特定入所
者介護サービス費として給付

基準費用額

（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））

第１段階 第２段階 第３段階

食費 1,380円 （4.2万円） 320円 （1.0万円） 390円 （1.2万円） 650円 （2.0万円）

居
住
費

多床室 320円 （1.0万円） 0円 （ 0万円） 320円 （1.0万円） 320円 （1.0万円）

従来型
個室

特養等 1,150円 （3.5万円） 320円 （1.0万円） 420円 （1.3万円） 820円 （2.5万円）

老健・療養等 1,640円 （5.0万円） 490円 （1.5万円） 490円 （1.5万円） 1,310円 （4.0万円）

ユニット型準個室 1,640円 （5.0万円） 490円 （1.5万円） 490円 （1.5万円） 1,310円 （4.0万円）

ユニット型個室 1,970円 （6.0万円） 820円 （2.5万円） 820円 （2.5万円） 1,640円 （5.0万円）35



介護保険施設の負担額

1.5 1.5 2.46 2.8
1.5 1.5 2.46 2.8

1 1.2
2

4.2

1 1.2
2

4.2
2.5 2.5

5

6

1

1

1

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

１割負担 食費 居住費

ユニット型個室 多床室

計5万円
計5.2万円

計9.46万円

計13万円以上

計2.5万円

計3.7万円

計5.46万円

計8万円以上

＊ １割負担は、第１~３段階は高額介護サービス費の負担限度額、第４段階は特養の平均的な利用者負担額。
＊ 食費、居住費は、第１~３段階は特定入所者介護サービス費（補足給付）の負担限度額、第４段階は特定入所者介護サービス

費（補足給付）の基準費用額。
＊ 実際に施設を利用される際は、上記以外に介護保険料や医療保険料、医療費、日常生活費などが必要となる。 36



ユニット型施設の居室面積基準引下げについて

○経緯
平成２６年度に特別養護老人ホームのユニット型施設割合を70%以上（介護保険施設全体

で50%以上）とすることを目指し、ユニット型施設の整備を推進する中で、用地確保の問題や

居住費負担の高さの問題が指摘されていることから、居室面積をある程度引き下げても、個
室ユニット型施設の整備促進に資するよう、基準の改正を行う。

（参考１）３月３１日（水） 参議院厚生労働委員会での長妻大臣答弁より

「ついの住みかの側面もある施設で、大部屋でずうっとそこでお暮らしになるということが果たして
いろいろな意味で適切なのかどうかということは私も疑問があるところでありまして、厚生労働省とし
ては、特養の入所定員のうち、平成２６年度で７０％をユニット型にすると目標を掲げております。７
０％を個室にするという目標でありまして、これは推進をしていきたいというふうに考えております。」

（参考２）４月１６日（金） 長妻大臣閣議後記者会見より

「特養のユニット型、いわゆる個室型なのですが、それを我々としては平成２６年度で全入所者の７
０％をユニット型、つまり個室にしようと、そういう目標を掲げております。その一方で土地が仲々な
いとか、相部屋の方が多くの人が入居出来るのではないかという指摘もありましたので、審議会で
検討していただきます。このユニット型を基本としたいわけですが、広さを相部屋一人当たりのス
ペースとほぼ同じスペースにさせていただこうということで、自己負担も下がるし建設も定員を確保し
やすくなるのではないかと、そういう考えのもと、そういう対応をしようということで審議会にお願いを
したいということであります。」
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ユニット型施設の居室面積基準引下げについて

○改正内容
各施設の基準省令において、ユニット型施設の居室面積基準について

現行基準 個室１３．２㎡以上を標準 ⇒ 改正案 個室１０．６５㎡以上

※ただし、補足給付の対象となる市町村民税世帯非課税以下の入所者の利用料の減額について
は、次期介護報酬改定において、居住費に対する負担限度額及び基準費用額の見直しが必要。

○対象施設
・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設）
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

※短期入所生活介護（ショートステイ）及び短期入所療養介護についてもユニット型という類型は設
けられているが、短期入所生活介護については従来から居室面積基準は13.2㎡ではなく10.65㎡

であり、短期入所療養介護については単独での面積基準がないことから、今回の省令改正の対象
外。

○今後の日程
・介護給付費分科会の答申を受け、パブリックコメントを実施（答申の日から約１カ月間）

・パブリックコメント終了後に公布、同日施行
38



従来型と個室ユニット型が混合した特別養護老人ホーム等の指定状況①

平成15年4月1日（介護老人保健施設については平成17年10月1日）以降に新設さ

れた従来型とユニット型の混合施設の指定（改修、改築又は増築を除く。）を行った
事例があるかどうかについて、都道府県調査を実施した結果を集計。

特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 計

該当あり
４団体
（９件）

９団体
（２６件）

１１団体
（３５件）

内 訳

群馬県 １件
埼玉県 ６件
広島県 １件
佐賀県 １件

茨城県 ５件
埼玉県 ９件
東京都 ３件
新潟県 １件
静岡県 ２件
島根県 １件
広島県 １件
香川県 １件
大分県 ３件

茨城県 ５件
群馬県 １件
埼玉県 15件
東京都 ３件
新潟県 １件
静岡県 ２件
島根県 １件
広島県 ２件
香川県 １件
佐賀県 １件
大分県 ３件
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従来型と個室ユニット型が混合した特別養護老人ホーム等の指定状況②

○定員全体に占めるユニット型個室の割合

特別養護老人ホーム 67.3%

介護老人保健施設 41.4%

全 体 48.0%

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」において、
・平成26年度の特別養護老人ホームの入所定員中、ユニット型の比率を70％以上
・平成26年度の介護保険3施設の入所定員中、ユニット型の比率を50％以上

を目標として設定

＜平均在所日数＞
「介護サービス施設・事業所調査」（平成19年9月中の退所者等について）
・特別養護老人ホーム 1,465.1日
・介護老人保健施設 277.6日

○個室ユニット型の介護・看護職員配置の状況
（職員一人当たりの入所者数）

特別養護老人ホーム 1.95人

介護老人保健施設 2.02人

全 体 2.00人

＜全国平均＞ 「平成20年度 介護事業経営実態調査結果」
・特別養護老人ホーム 従来型 （2.4人） ユニット型 （2.0人）

○指定年度

特別養護老人ホーム

平成１８年度 １件

平成１９年度 １件

平成２０年度 ４件

平成２１年度 ２件

平成２２年度 １件

介護老人保健施設

平成１８年度 ３件

平成１９年度 ７件

平成２０年度 ５件

平成２１年度 ７件

平成２２年度 ４件
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多
床
室ユニット

多
床
室

多
床
室ユニット

改修・改築・増築

一部ユニット型施設に該当する施設

継続運営

一部ユニット型
施設に該当

多
床
室ユニット

ユニット 改修・改築・増築

Ｈ１５．４．１現在
（老健はＨ１７．１０．１現在）

Ｈ１５．４．２以降
（老健はＨ１７．１０．２以降）

一部ユニット型
施設に該当しない

未建築

新規開設建築中

⇒ユニット部分の報酬は
ユニット型

⇒ユニット部分の報酬は
従来型新規開設

※ 当該規定がある施設は介護老人福祉施設（特養）・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所生活介護
※ 地域密着型特養については同様の規定はない
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ユニット型個室と多床室に対するこれまでの指摘事項の概要

○ 九都市首脳会議（平成22年5月）

・ 待機者解消や低所得者負担軽減、高齢者の多様なニーズへの対応のために、多床室とユニット型
個室との合築を認めるなど地方の実情に応じた柔軟な施設整備が行えるようにすること。

○ 関東地方知事会（平成22年6月）

・ 待機者解消や低所得者の負担軽減、高齢者の多様なニーズへの対応のため、特別養護老人ホー
ムの従来型整備や一部ユニット型整備について地方の判断による柔軟な対応を可能とすること。

・ 従来型とユニット型を併設した特別養護老人ホームにおける介護報酬について、一部ユニット型施
設としてユニット型部分についてはユニットケアを評価した報酬とすること。

○ 高齢社会をよくする女性の会（平成22年4月）
・ すべての介護施設で、一人当たり居住空間を住生活基本法に定める25㎡に。
特別養護老人ホームの多床化等は時代に逆行。高齢者の人権として終の棲家の確立が必要。

○ 特養をよくする特養の会（平成22年6月）

・ 個人の尊厳を守るためにも、今後、整備する特養の居室については、原則個室という路線を断固堅
持してください。

・ 今後も一部ユニット型の特養を新設する場合に、ユニット部分に対してユニット型個室の報酬を出さ
ないよう、現行の取扱の変更を行わないでください。

・ 補足給付のあり方を再検討し、横浜市が実施しているような、居住費への公費補助の新設など、低
所得者もユニット型個室に入居できるような制度改革を検討してください。

○ 地域ケア政策ネットワーク
・ 私たちは、これからの介護施設は「生活の場」と位置づけ、個室･ユニットが当然であることを宣言

し、すべての関係機関が個室・ユニットの完全実施に取り組むように強く求めます。
・ 私たちは、待機者解消や居住費の問題を理由に多床室や合築での施設整備という歴史の後戻り

を認めることはできません。
○ 地域包括ケア研究会報告書（平成22年4月）

・ 利用者の尊厳の確保や自立支援の観点から個室ユニットを原則とすることを改めて基本方針として
打ち出し、建て替え時に個室ユニット化・サテライト化を推進する。 42



１ 国として、原則ユニット型施設を基本に整備を進める方針を再確認した上で、
ユニット型個室の支援策についてどのように考えるか。

２ ユニット型個室の補足給付のあり方についてどう考えるか。
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ユニット型個室と多床室に関する論点



③ 施設類型の在り方
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介護保険施設の平均在所日数
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平成12年 平成13年 平成15年 平成18年 平成19年

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

○ 介護老人保健施設の平均在所日数は徐々に増加している。
特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設は変動はあるものの横ばいである。

介護サービス施設・事業所調査において、平均在所日数の調査が行われた年度を記載。
出典:介護サービス施設・事業所調査



（退所者数：3,621人）

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%
33.4%

3.1%
4.2%

27.0%
25.0%

7.3%

介
護
老
人
福
祉
施
設

100.0%
1.6%
2.5%
0.5%

-
31.5%
63.0%

0.9%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

死亡

その他

平均在所日数：1465.1日(1,365.2日)

（退所者：16,358人）

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%
34.0%

1.1%
0.3%
6.3%

53.5%
4.8%

介
護
老
人
保
健
施
設

100.0%
31.0%

8.5%
1.9%
7.0%

45.3%
3.8%
2.4%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

死亡

その他

平均在所日数 277.6日(268.7日)

（退所者：4,290人）

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%
2.7%
1.7%
0.5%
3.3%

77.5%
4.3%

介
護
療
養
型
医
療
施
設

100.0%
14.0%

6.4%
1.2%

10.8%
32.6%
32.6%

2.4%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

死亡

その他

平均在所日数 427.2日(444.1日)

家 庭 ⇒ 家 庭 ２１．２％

医療機関 ⇒ 医療機関 ３２．３％

家 庭 ⇒ 医療機関 ８．０％

平成19年介護サービス施設・事業所調査結果

介護施設における入・退所者の状況
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特養・老健の退所者の行き先

8,030
5,074

1,299

1,393

976

1,148

6,817

7,412

303
627

424
703

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

平成12年 平成19年

その他・不詳

死 亡

医療施設

介護老人保健施設
介護老人福祉施設
家 庭

38 90
919 1,141

1,501
2,28351

50

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

平成12年 平成19年

その他・不詳

死 亡

医療施設

介護老人保健施設
介護老人福祉施設
家 庭

平成12年 平成19年

家 庭 95 3.6% 56 1.5%

特 養 38 1.4% 90 2.5%

老 健 30 1.1% 0 0.0%

医療施設 919 34.9% 1,141 31.5%

死 亡 1,501 57.0% 2,283 63.1%

その他 51 1.9% 50 1.4%

計 2,632 100.0% 3,621 100.0%

特別養護老人ホーム 退所者

平成12年 平成19年

家 庭 8,030 45.0% 5,074 31.0%

特 養 1,299 7.3% 1,393 8.5%

老 健 976 5.5% 1,148 7.0%

医療施設 6,817 38.2% 7,412 45.3%

死 亡 303 1.7% 627 3.8%

その他 424 2.4% 703 4.3%

計 17,849 100.0% 16,358 100.0%

介護老人保健施設 退所者

（出典：平成１２年及び平成１９年介護サービス施設・事業所調査）

特養入所定員 H12: 298,912人 → H19: 412,807人

老健入所定員 H12: 233,536人 → H19: 313,894人

○ 特養では、死亡による「退所」が57%から63%に増加。医療施設への退所がやや減少。
○ 老健では、在宅復帰の比率が45%から31%に減少。一方、医療施設への退所が約7%増、

死亡が約2%増となっており、特養・老健への退所は微増。
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認知症

なし
ランクⅠ

ランクⅡ

ランクⅢ

ランクⅣ

ランクＭ

介護老人福祉施設

（在所者数：392,547人）

介護老人保健施設

（在所者数：280,589人）

介護療養型医療施設

（在所者数：111,099人）

6%

13%

30%35%

14%

2%

3% 5%

13%

34%

35%

10%

ランクⅡ以上：８０．９％ランクⅡ以上：８８．９％ ランクⅡ以上：８９．９％

新生物

（がん）

循環器系

疾患

呼吸器系

疾患
消化器系

疾患
筋骨格系

疾患

認知症（ア

ルツハイ

マー病）

認知症

(血管性等）

その他の

精神・神経

系疾患

その他の

疾患

・アルツハイマー型認知症：７．５%
・血管性認知症等 ：８．４％

・アルツハイマー型認知症：６．８%
・血管性認知症等 ：８．６％

・アルツハイマー型認知症：４．１%
・血管性認知症等 ：６．３％

新生物

（がん）

循環器系

疾患

呼吸器系

疾患
消化器系

疾患筋骨格系

疾患

認知症（ア

ルツハイ

マー病）

認知症

(血管性等）

その他の

精神・神経

系疾患

その他の

疾患

新生物

（がん）

循環器系

疾患

呼吸器系

疾患

消化器系

疾患

筋骨格系

疾患

認知症（ア

ルツハイ

マー病）

認知症

(血管性等）

その他の

精神・神経

系疾患

その他の

疾患

入所者の主な傷病名

入所者の「認知症高齢者の日常生活自立度」分布

※介護施設においては、「認知症高齢者の日常生活自立度」ランクⅡ以上の入所者が8割以上いる。

※施設入所者のうち、主な主傷病が認知症（アルツハイマー病）である者は、入所者の10％以下。

（出典：Ｈ１８介護サービス施設・事業所調査）

介護施設における認知症の入所状況
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特別養護老人ホーム在所者の施設内での処置の実施率（2,946施設中）
入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合

処置 割合（％） 処置 割合（％）

吸引

咽頭手前までの
口腔内 *4.4％

5.3

創傷処置 4.6

浣腸 3.7
鼻腔 *2.6％

摘便 3.7

咽頭より奥又は
気切 *1．6％ じょく瘡の処置（Ⅰ度・Ⅱ度） 2.7

胃ろう・経鼻経管
栄養

胃ろうによる栄
養管理 7.7％

9.9
膀胱（留置）カテーテルの管理 2.7

経鼻経管栄養
2.2％

インスリン注射 1.3

服薬管理（麻薬の管理を除く） 74.6 疼痛管理（麻薬の使用なし） 1.1

N=200,644（人数）

回答のあった2946施設中

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が１％以上の医療的ケアを抜粋

*：吸引の実施部位間での重複がある

資料出所）（株）三菱総合研究所「特別養護老人ホーム利用者の医療ニーズへの対応のあり方に関する調査研究」

特別養護老人ホームにおける医療ニーズ

特別養護老人ホーム入所者のうち、5.3％はたんの吸引を必要とし、9.9％は胃ろう・経鼻経
管栄養を必要としていると考えられる。

（参考） 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の数：6,167 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の入所者数：43.6万人
※ いずれも、介護給付費実態調査月報（平成22年４月審査分）より49



入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合

処置 割合（％） 処置 割合（％）

喀痰吸引 3.0
点滴 3.3

疼痛管理 2.7

胃ろう・経管栄養

胃ろう 4.0％

6.8

膀胱カテーテル 2.5

経管栄養
2.8％

じょく瘡の処置（Ⅲ度以上） 1.0

服薬 82.7 酸素療法
0.8

資料出所）厚生労働省「平成19年介護サービス施設・事業所調査」

介護老人保健施設における医療ニーズ

介護老人保健施設入所者のうち、3.0％はたんの吸引を必要とし、6.8％は胃ろう・経管栄養
を必要としていると考えられる。

（参考） 介護老人保健施設の数：3,671 介護老人保健施設の入所者数：32.9万人
※ いずれも、介護給付費実態調査月報（平成22年４月審査分）より

N=285,265（人数）

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が１％以上の医療的ケアを抜粋（「その他」は除く）
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入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合

処置 割合（％） 処置 割合（％）

喀痰吸引 18.3
点滴 8.9

膀胱カテーテル 8.1

胃ろう・

経管栄養

胃ろう 18.5％

38.3

酸素療法 3.0

じょく瘡の処置（Ⅲ度以上） 2.9

経管栄養 19.8％
ネブライザー 2.7

服薬 87.2
疼痛管理 2.1

気管切開 1.5

資料出所）厚生労働省「平成19年介護サービス施設・事業所調査」

介護療養型医療施設における医療ニーズ

介護療養型医療施設入所者のうち、18.3％の者はたんの吸引を必要とし、38.3％の者は胃
ろう・経管栄養を必要としている。

（参考） 介護療養型医療施設の数：2,106 介護療養型医療施設の入所者数：9.5万人
※ いずれも、介護給付費実態調査月報（平成21年５月審査分）より 51



52

1．調査期間、回答数
平成20年9月～10月にかけて、特別養護老人ホーム6,083施設に調査票を送付し、3,370施設（55．4％）から有効回答を得た。

「特別養護老人ホームにおける医療的ケアに関する実態調査」の概要

２．回答施設の概要（1施設あたり）
入所定員数 69．3人 （入所者数 68．2人） 平均要介護度 3．84
医師常勤換算数 0．23人 看護師常勤換算数 2．35人 准看護師常勤換算数 2．37人
介護福祉士常勤換算数 16．0人 介護福祉士以外の介護職員常勤換算数 15．2人

看護職員の体制について
○看護職員が勤務している時間帯別の施設数（3，323施設中） ※注：時間帯の半分以上を勤務している場合に回答

6:00～8:59･･･1，175施設（35．4％）、9:00～16:59･･･3，316施設（99．8％）、17:00～19:59･･･1，870施設（56．3％）、
20:00～21:59･･･112施設（3．4％）、22:00～5:59･･･87施設（2．6％）

○夜間の体制（3，327施設中）
必ず夜勤の看護職員がいる･･･55施設（1．7％）、必ず宿直の看護職員がいる･･･19施設（0．6％）
看護職員がいる時間といない時間がある･･･187施設（5．6％）
看護職員が状態に応じて勤務することがある･･･359施設（10．8％）
オンコールで対応する･･･2，525施設（75．9％）
特に対応していない･･･127施設（3．8％）、その他･･･55施設（1．7％）

３．結果の概要

1）実施頻度の高い医療的ケアは、「服薬管理（麻薬の管理を除く）」74．6％、「経鼻経管栄養及び胃ろうによる栄養管理」9．9％、
「吸引」5．3％、「創傷処置」4．6％、「浣腸」3．7％、「摘便」3．7％となっている（複数回答）。

2）処置の実施頻度の高い処置の中で、夜間（ 22:00～5:59）に実施される人数が多い処置は、服薬管理（麻薬の管理を 除く）、胃
ろうによる栄養管理、吸引（咽頭手前までの口腔内）・（鼻腔）・（咽頭より奥又は気管切開）である。

3）吸引について
・吸引が必要な入所者のうち、「咽頭手前までの口腔内」の実施人数の割合は、87．0％、「鼻腔」は51．8％、「咽頭より奥・気管切

開」は31．1％である。
・実施時間は、6時～8時、11時～12時、16時～18時と食事前の時間で増加傾向にあり、 22:00～5:59においては、全回数の

2割が実施されている。

4）経管栄養について
・胃ろうによる栄養管理・経鼻経管栄養の実施回数は3回／日が最も多い（95%）。
・実施時間では、 9：00～16：59の日勤帯で70％以上実施され、20：00～5：59の時間帯では10％以下で実施頻度が低い。
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0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

服薬管理(麻薬の管理を除く)

胃ろうによる栄養管理

経鼻経管栄養

吸引(咽頭手前までの口腔内)

吸引(鼻腔)

吸引(咽頭より奥又は気切)

創傷処置

浣腸

摘便

じょく瘡の処置(Ⅰ度・Ⅱ度)

膀胱(留置)カテーテルの管理

インスリン注射

疼痛管理(麻薬の使用なし)

6:00-8:59

9:00-16:59

17:00-19:59

20:00-21:59

22:00-5:59

※実施人数は延べ人数
※（ ）内は、22：00－5：59の間の実施人数

○ 特別養護老人ホーム入所者への処置の状況時間ごとの処置の実施者数及び頻度

○ 処置の実施頻度の高い処置の中で、夜間（ 22:00～5:59）に多く実施される処置は、服薬管理（麻薬の管理を除
く）、胃ろうによる栄養管理、吸引（咽頭手前までの口腔内・鼻腔・咽頭より奥又は気管切開）である。

○ 吸引（咽頭手前までの口腔内・鼻腔・咽頭より奥又は気管切開）については夜間（22:00～5:59）に実施される割
合が高い。

（3,622人）

（30人）

（363人）

（12人）

（280人）

（1,313人）

（2,229人）

（1,015人）

（95人）

（13人）

（1,823人）

（2166人）

（人）



介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設 介護療養型医療施設 特定施設
（有料老人ホーム）

認知症対応型共同生
活介護

（グループホーム）

及
び
積
算
費
用

基
本
サ
ー
ビ
ス
費
単
位
数

７９２単位
（933単位）

○ 健康管理
○ 機能訓練
○ 管理経費
○ 人件費
○ 社会生活上の

便宜費用

９１５単位
（1,022単位）

○ 投薬等の基本的
な医療

○ 管理経費
○ 人件費

１，１４２単位
（1，334単位）

○ 検査、投薬、注射、
一部の処置、医学
管理の費用

○ 管理経費
○ 人件費

７１１単位
（851単位）

○ 健康管理
○ 機能訓練
○ 管理経費
○ 人件費

865単位
（900単位）

○ 人件費
○ 管理経費
○ 社会生活上の便

宜費用

医
療
サ
ー
ビ
ス

外
付

・一部の医学管理
・検査、投薬、注射
・処置、手術

・一部の検査、投薬、
注射
・一部の処置、手術

・専門的な投薬、注射
・一部の処置、手術

・医学管理（在宅末期医
療総合診療料を除く）

・検査、投薬、注射
・処置、手術

・医学管理
・検査、投薬、注射
・処置、手術

内
付

・一部の医学管理 ・一部の検査、投薬、
注射
・一部の処置、手術

・基本的な検査、投薬、
注射

・一部の処置
－ －

人
員
配
置

医
師 必要数

１００：１
（常勤１以上）

３人以上
（４８：１以上）

－ －

看
護
職
員

0～30：１以上
31～50：２以上

51～130：３以上
131以上：３＋５０：１

３：１で看護・介護職
員を配置（うち７分の
２程度を標準）

６：１以上
５０：１

（１以上）
－

介
護
職

員
看護・介護職員を３：１

以上で配置

看護・介護職員を３：
１以上で配置（うち７
分の５程度を標準）

６：１以上
看護・介護職員を３：１
以上で配置（１以上）

３：１以上
（夜間１人以上）

設
備

・医務室
・機能訓練室

・診察室
・機能訓練室

・診察室
・機能訓練室

・機能訓練室 －

床
面

積10.65㎡以上（13.2㎡） 8.0㎡以上 6.4㎡以上
介護を行える
『適当な広さ』

7.43㎡以上

介護報酬における医療、介護サービス評価について

（
要
介
護
度
３
（
）
は
要
介
護
度
５
）
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特別養護老人ホームの配置医師の状況について

特別養護老人ホームの配置医師の契約状況

施設数 常勤医
嘱託医

（非常勤）
医療機関と

の契約
無回答

特別養護老
人ホーム

1931 65 1764 1083 25

100.0% 3.4% 91.4% 56.1% 1.3%

特別養護老人ホームにおける配置医師の勤務状況（平成21年11月中）
○ 配置医師の勤務延べ日数（平成21年11月中）

施設数 3日未満
3～5日
未満

5～10日
未満

10日以上 無回答

特別養護
老人ホー

ム

1931 42 489 804 459 137

100.0% 2.2% 25.3% 41.6% 23.8% 7.1%

平均 8.53日

出典：介護施設における医療提供に関する調査研究 55

特別養護老人ホームにおける配置医師のほとんどが非常勤の嘱託医。
配置医師のうち、勤務日数については ７割が１０日未満。



配置医・施設の医師による診察回数（平成21年11月の実績）

※通院、往診・訪問診療は内科系・内科系以外は問わない。
※有料老人ホームは「施設に医師が勤務している施設」のみ集計

出典：介護施設における医療提供に関する調査研究 56

人数計 ０回 ２回未満 ２～３未満 ３回以上 無回答
平均値
（単位＝

回）

施設に医
師の勤務

なし
16046 1872 4449 2552 6187 986 3.15 -

定期的な
診察

合計 11.7% 27.7% 15.9% 38.6% 6.1%

6002 740 1792 1123 2114 233 2.62

特別養護老人ホーム 12.3% 29.9% 18.7% 35.2% 3.9%

9990 1106 2651 1415 4066 752 3.49

老人保健施設 11.1% 26.5% 14.2% 40.7% 7.5%

54 26 6 14 7 1 1.32 1381

有料老人ホーム 48.1% 11.1% 25.9% 13.0% 1.9%

16046 11610 1500 781 1169 986 0.74

定期的で
はない診
察：日中

合計 72.4% 9.3% 4.9% 7.3% 6.1% -

6002 5104 354 125 186 233 0.26

特別養護老人ホーム 85.0% 5.9% 2.1% 3.1% 3.9%

9990 6473 1145 649 971 752 1.03

老人保健施設 64.8% 11.5% 6.5% 9.7% 7.5%

54 33 1 7 12 1 1.77 1381

有料老人ホーム 61.1% 1.9% 13.0% 22.2% 1.9%

定期的で
はない診
察：夜間・

休日

16046 14952 82 16 10 986 0.01

合計 93.2% 0.5% 0.1% 0.1% 6.1%

6002 5754 11 3 1 233 0

特別養護老人ホーム 95.9% 0.2% 0.0% 0.0% 3.9%

9990 9145 71 13 9 752 0.01

老人保健施設 91.5% 0.7% 0.1% 0.1% 7.5%

54 53 1 0 1381

有料老人ホーム 98.1% - - - 1.9%

○ 配置医、施設の医師による定期的な診察回数は、1か月のうち3回未満である割合
が特別養護老人ホームでは6割、老人保健施設では約5割である。
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入所（居）者の服薬割合

ホ
ー

ム

特
別
養
護
老
人

老
人
保
健
施
設

有
料
老
人
ホ
ー

ム

ホ
ー

ム

特
別
養
護
老
人

老
人
保
健
施
設

有
料
老
人
ホ
ー

ム

69.30 83.09 52.83 100.0% 100.0% 100.0%

3.57 5.30 1.10 5.1% 6.4% 2.1%

1～3種類服薬 22.13 28.68 9.64 31.9% 34.5% 18.2%

28.42 32.30 18.82 41.0% 38.9% 35.6%

10.78 12.53 12.99 15.6% 15.1% 24.6%

2.91 3.19 6.46 4.2% 3.8% 12.2%

1.61 2.11 1.85 2.3% 2.5% 3.5%

外用薬 25.97 26.36 25.32 37.5% 31.7% 47.9%

特別養護老人ホーム　［1,931施設］
老人保健施設　［1,183施設］
有料老人ホーム　［303施設］

平　均　値（単位：人） 割　合（単位：％）

内服薬

注射 注射あり

服薬なし

4～6種類服薬

7～9種類服薬

10種類以上服薬

外用薬あり

入所（居）者数

5.1%

31.9%

41.0%

15.6%

4.2%

6.4%

34.5%

38.9%

15.1%

3.8%

2.1%

18.2%

35.6%

24.6%

12.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

内服薬：服薬なし

内服薬：1～3種類服薬

内服薬：4～6種類服薬

内服薬：7～9種類服薬

内服薬：10種類以上服薬

特別養護老人ホーム：割合（n=1931） 老人保健施設：割合（n=1183）

有料老人ホーム：割合（n=303）

○ 特別養護老人ホーム、老人保健施設においては、１種類以上の服薬を行っている入所（居）
者は約９割いる。また、医師配置義務のない有料老人ホームにおいては、７種類以上の服薬を
行っている入所（居）者が３６％おり、特養や老健と比べ、その割合が多い。

出典：介護施設における医療提供に関する調査研究

注）「平均値」は１施設あたりの平均人数である。
「割合」は、分母を「１施設あたりの平均入所（居）者数」、分子を例えば「１施設あたりの『服薬なし』の平均人数」として
算出している。
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施設類型のあり方に対するこれまでの指摘事項の概要

○ 地域包括ケア研究会報告書（平成22年4月）
・ 施設の類型によらず、実際に果たしている機能に着目して評価することを選択

できる仕組みを導入する。
・ 施設類型によって医療サービスが制限されることのないよう、利用者の医療ニー

ズに応じて外部から的確に医療サービスが提供されるようにする。

○ 高齢社会をよくする女性の会（平成22年4月）
・ 施設での人員配置基準の見直しを。入居者は重介護化しているのに、介護職員

配置は昔のまま。コンクリートから人へ、の「人」はまさにここにあり。



１ 特別養護老人ホームへの入所申込者の増加等もあり、老人保健施設の入所

期間が長期化し、機能が特養化しているとの指摘がある中で、本来のリハビリ
などの在宅復帰支援機能が十分に果たされなくなってきているのではないか。

２ 現行制度では、介護保険施設類型によって、医療サービス等が規定され、
外部からのサービス提供に制約があるが、入居者の状態像の変化に合わせ
て、柔軟に医療サービス等を提供できるようにすべきではないか。

３ 施設における医療サービスについては、職員配置の実態を踏まえた上で
内付けで行うべきものか、外付けで行うことが可能なものか、再整理が必要

ではないか。例えば、特養における医師配置については実態を踏まえ、医師の
必置規制を緩和し、配置医師がいない場合には、外部のかかりつけ医の診療
を認めることとしてはどうか。
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施設類型のあり方に関する論点



（２）有料老人ホーム及び生活支援付き
高齢者住宅の在り方
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全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合（２００８）

介護保険３施設等

「特別な住居」
（6.0％）

プライエム等
（1.3％）

プライエボーリ・エルダボーリ等
（7.4％）

シェルタードハウジング
（7.2％）

ケアホーム
（3.2％）

ナーシング・ホーム等
（4.1％）

アシステッド
リビング等
（2.4％）

※２ （3.5％）

※１
（1.5％） 5.0％

6.0％

8.7％

10.4％

6.5％

日本

スウェーデン※３

デンマーク※４

英国※５

米国※６

※１ シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者専用賃貸住宅（ともに国土交通省調べ）、有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
（平成２０年社会福祉施設等調査）
※２ 介護保険３施設及びグループホーム（平成２０年介護サービス・事業所調査）
※３ Statiska Centralbyrån, “Statistisk Årsbok för Sverige 2010”
※４ Danmarks Statistik , “StatBank Denmark”
※５ Laing and Buisson, ”Care of Elderly People UK Market Survey 2009” 及びAge Concern, ”Older people in the United Kingdom February 2010“から推計
※６ Administration on Aging U.S. Department of Health and Human Services, "A Profile of Older Americans: 2009"

※すべての高齢者施設・住宅は
１つの類型に統合された

各国の介護施設・高齢者住宅の状況
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日本は、各国と比較して、全高齢者における高齢者住宅の整備割合が低い。



有料老人ホーム 高齢者専用賃貸住宅

法律 老人福祉法 高齢者居住安定確保法施行規則

定義

高齢者を入居させ、食事の提供、介護の提供、洗濯掃除等の家事、健康管理のう
ちいずれかのサービスを提供しているもの

一定基準を満たし都道府県知事へ登録されたもののうち、専ら高齢者の単身・夫
婦世帯を賃借人とする賃貸住宅について、住宅の戸数・規模や提供されるサービ
スに関する事項を開示し情報提供を行うもの

設備要件

提供するサービス内容に応じて設置
　　・一般居室（個室）又は介護居室（個室で１３㎡以上）、
　　・一時介護室　・医務室（又は健康管理室）　・機能訓練室
　　・談話室（又は応接室）　・食堂　・浴室　・便所　・洗面設備　・事務室
　　・宿直室　・洗濯室　・汚物処理室　・職員室　・健康、生きがい施設
・廊下幅
　  ・１．４ｍ（中廊下１．８ｍ）
　 　※すべての介護居室（１室当たり１８㎡以上）で、居室内に便所及び
　　 洗面設備が設置されている場合
　  ・１．８ｍ（中廊下２．７ｍ）
    　※上記以外の場合

・各戸の床面積が原則として２５㎡以上であること
（居間、食堂、台所等高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合に
あたっては１８㎡以上）
・原則として各戸に台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること
（共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合
は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可）

※　高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあっては、当該高齢者居住安
定確保計画で定める基準とすることができる。

人員基準
入居者の数及び提供するサービスの内容に応じて適宜配置
　 ・介護職員　・看護職員　・機能訓練指導員　・栄養士　・生活相談員
　 ・施設長 　事務員　・調理員

なし

一時金、
前払家賃等

一時金の算定根拠の明示及び保全措置の義務化
（５００万円か返還債務残高のいずれか低い方の金額）

前払家賃等の算定根拠の明示及び保全措置の義務化
（５００万円か返還債務残高のいずれか低い方の金額）

契約形態
・利用権方式
・賃貸借方式

賃貸借方式

行政監督
都道府県知事（福祉部局）への届出
報告徴収、立入検査、改善命令

都道府県知事（住宅部局）への登録
報告徴収、指示、登録の取消

所管省庁 厚生労働省 国土交通省

定員（戸）数 ２０８，８２７人（Ｈ２１．７） ２９，７６６戸（Ｈ２１．３）

有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅の比較
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有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅の関係

特定施設入居
者生活介護

食事等の
サービスあり

食事等の
サービスなし

高専賃
登録あり

高専賃
登録なし

高
専
賃
登
録

基
準
以
上

高
専
賃
登
録

基
準
以
下

高専賃
高専賃

有料老人ホーム

特定施設入居
者生活介護
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Ⅱ 高齢者居住安定確保計画の策定
・都道府県が高齢者向け賃貸住宅及び老人
ホームの供給の目標等を記載した計画を策定

・供給の目標の達成のために必要な具体的な
施策の内容 等

高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、基本方針の拡充、都道府県による高齢者の居

住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住

宅の供給の促進等の措置を講ずる。

背景

高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいを確保

概要

Ⅲ 高齢者生活支援施設と一体となった
高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
①整備・管理の弾力化
②税制優遇措置の拡充

○高齢化の進展（特に高齢単身世帯、要介護高齢者の増加）

○住宅のバリアフリー化の立ち遅れ、生活支援サービス付住宅の不足

住宅施策と福祉施策の連携が必要

Ⅳ 高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸
住宅の制度改善

①登録基準の設定
・最低居住水準等の

要件を満たすもののみ
登録可能

②指導監督の強化

Ⅰ 基本方針の拡充
・国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で策定

公的賃貸住宅団地内の高齢者生活支援施設の整備

高齢者生活支援施設→

情報の一元化

※Ⅰ～Ⅲについては、平成２１年８月１９日、Ⅳについては平成２２年５月１９日（登録申請受付は平成２１年１１月１９日）に施行

高齢者生活支援施設
福祉・医療等の拠点

公的賃貸住宅の整備
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化された住宅

建替事業の実施区域
登
録

情
報
提
供

都道府県（指定登録機関）

高齢者単身・
夫婦世帯等

賃貸借
契約

平成21年法律第38号
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高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律



＜要件＞
住宅の要件

○原則25㎡以上
※共同利用の居間、食堂、台所等が十分な面積を有する

場合は18㎡以上

○原則、台所、水洗便所、収納設備、浴室の設置
○原則３点以上のバリアフリー化

（手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保）
※改修の場合であって物理的・経済的に困難な場合は

この限りではない。

サービスの要件
○緊急通報及び安否確認サービス
○次のいずれかの者が日中常駐していること

・社会福祉法人、医療法人又は居宅介護
サービス事業者の職員

・ヘルパー２級以上の資格を有する者
○上記の者が常駐するために必要なスペースを

設けること

その他の要件
○原則高齢者専用賃貸住宅として10年以上登録す
ること

○高齢者居住安定確保計画等地方公共団体との
整合等を地方公共団体が確認したもの

○高齢者生活支援施設を合
築・併設する場合は、新築・
改修費にも補助

＜補助率＞
住宅 ：

新築1/10（上限 100万円／戸）
改修1/3（上限 100万円／戸）

高齢者生活支援施設 ：
新築1/10（上限1,000万円／施設）
改修1/3（上限1,000万円／施設）
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生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅への助成
高齢者等居住安定化推進事業（国土交通省平成２２年度予算：１６０億円）



土地をＵＲより賃借して高齢者専用賃貸住宅と介護事業所を一体的に整備。
学習塾も併設し、高齢者と子供、地域住民の多世代交流の促進もめざす。

自立型 介護型

戸数 24戸 57戸

住戸面積 35.65～70.41㎡ 18.06～22.96㎡

家賃 105,000～188,000円 75,000～79,000円

共益費 4,600～7,500円 20,000円

サービス費 26,250～32,550円 32,550円

併設事業所等：
訪問介護、通所介護、短期入所
居宅介護支援
学習塾 （事業者グループ会社の経営）

テナント：クリニック、調剤薬局

自立型

介護型
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生活支援サービス付き高齢者専用賃貸住宅の事例



＜戦略目標：2020 年目途＞

・高齢者人口に対する高齢者向けの住まいの割合を とする。

［参考］日本0.9%（2005）,デンマーク8.1%(2006),スウェーデン2.3％(2005),イギリス8.0%(2001),アメリカ2.2%(2000)

国土交通省成長戦略における高齢者の住まいに係る目標の設定

＜課題に対応した政策案＞
早期に実現を目指すもの（平成２３年度概算要求を含む。）
① 医療・介護などのサービスと一体となった住宅の供給を促進するため、民間事業者等によるサービ

ス付き高齢者賃貸住宅の法律上の位置づけを明確化し、その供給支援や適切な運営の確保を図る。
具体的には、将来にわたって適切なサービスが行われるよう、サービス付き高齢者賃貸住宅登録制度
等の導入や、事業者に対するファイナンスの確保（高齢者向け賃貸住宅融資など）、持家からの住替え
支援（住替えの際の一時金等へのリバースモーゲージの拡充）などを行う。

②地域の活力を生み出す新たな仕掛けとして、公共賃貸住宅団地を地域の福祉拠点として再整備す
ることとし、建替事業等により生じた土地・床や既存の住棟を活用した、民間事業者等によるサービス
付き住宅の設置やデイサービスセンター、訪問看護ステーション等の医療・福祉・生活支援施設をPPP 
により導入する。
③高齢者の生活自立をサポートする住宅設備技術の標準化の普及促進を随時行う。

[クリアすべき課題]
・厚生労働省との連携が必要である。住宅設備技術の標準化については、経済産業省との連携（高齢
者・障害者配慮設計指針－住宅設備機器（JIS S 0024））が必要。
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１．未届の有料老人ホームに該当しうる施設の届出に係る指導状況について（平成21年10月31日現在）

未届の有料老人ホームに該当しうる施設について

件 数 割 合

平成21年4月30日時点の未届の有料老人ホームに該当しうる施設数 446件 ―

平成21年5月1日以降に把握した未届の有料老人ホームに該当しうる施設数 163件 ―

有料老人ホーム非該当等 44件 ―

有料老人ホームに該当しうる施設数 565件 100.0%
平成21年10月31日まで届出済 176件 31.2%
平成21年10月31日まで未届 389件 68.8%

※１ 「有料老人ホームに該当しうる施設」には、現在実態把握中のものを含む。
※２ 「非該当等」と判断されたものは、その後の実態把握の結果、食事等のサービスを提供していなかったものや、入居者がなく運営

の実態そのものがなかったもの、など。

２．消防庁発表の未届有料老人ホームのフォローアップ調査結果（平成21年10月31日現在）

３．国土交通省発表の未届有料老人ホームのフォローアップ調査結果（平成21年9月30日現在）

何らかの消防法令違反があるもの 68.7％

主な違反内容 スプリンクラー設備 11.3％
自動火災報知設備 6.5％
消防訓練の実施 38.7％ 等

建築基準法令に関する違反を把握したもの 63.9％
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東京都消費生活センターが受け付けた苦情種別順位の経年推移（平成１６年－１９年）

－ＭＥＣＯＮＩＳ（東京都消費生活相談情報オンラインシステム）情報から－

（複数回答）

順位
1 解約 17 返金 22 解約 30 解約 39
2 返金 15 解約 18 返金 25 返金 34
3 高価格・料金 10 契約書・書面 11 説明不足 21 説明不足 24
4 保証金等 9 信用性 11 契約書・書面 17 契約 24
5 説明不足 8 契約 10 クレーム処理 16 高価格・料金 19
6 契約 8 高価格・料金 10 契約 13 契約書・書面 14
7 信用性 7 説明不足 9 保証金等 13 信用性 13
8 約束不履行 6 保証金等 9 信用性 12 約束不履行 13
9 クレーム処理 4 約束不履行 7 約束不履行 12 他の接客対応 12

10 契約書・書面 3 クレーム処理 6 高価格・料金 9 クレーム処理 11

平成16年度（44件） 平成18年度（96件） 平成19年度（109件）平成17年度（64件）

有料老人ホームにおける苦情について
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高齢者の住まいに対するこれまでの指摘事項の概要

○ 都道府県民生部長連絡協議会（平成21年7月）、茨城県、千葉県（H22.2月）
・ 有料老人ホームの要件を法令上明確に規定し、法的位置づけのない施設につい

ては、立ち入り権限を付与し、運営基準の設定・入居者の状況の報告を義務つけさ
せること。

○ 経済同友会（平成22年6月）
・ 今後は施設という概念ではなく、高齢者に相応しい住まいと必要なケアの一体的

な提供という視点に立った高齢者用住宅の整備も進めるべきであり、介護事業者
によるサービス提供を備えた高齢者専用賃貸住宅のような新たな形態の開発が求
められる。

○ 高齢社会をよくする女性の会（平成22年4月）
・ 都道府県に適合高齢者専用賃貸住宅の届出をせず介護サービスを提供する

高齢者専用賃貸住宅については、有料老人ホームの届出をするか、特定施設とし
て指定事業者になるよう指導を。

・ すべての都市計画で高齢者住宅を核とした人生100年型仕様を。

○ 地域包括ケア研究会報告書（Ｈ22.4.26）
・ 終の棲家として、諸外国に比して整備が遅れている高齢者住宅の整備と在宅拠

点整備を国交省と連携して計画的に整備する。その際、地方の空き家や都会の賃
貸アパート等既存の資源を活用する。
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１ 高齢者の住まいについて、国際的に比較して不足している現状を踏まえ、
どのように供給を促進するか。

２ 生活支援サービスの付いた高齢者住宅について、医療、介護サービスを
どのようにパッケージ化していくべきか。

３ 一方、未届有料老人ホームについて、防火安全体制の確保や、入居一時金
の保全など、入居者保護をどのように図るか。

４ 有料老人ホームと生活支援サービス付き高齢者専用住宅について、どのよう
に整合性を取っていくか。
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高齢者の住まいに関する論点



（３）低所得者への配慮（補足給付）の
在り方
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特定入所者介護サービス費（補足給付）

○ 低所得者が介護保険施設や短期入所を利用される際の食費や居住費（滞在

費）の負担を軽減するため、所得に応じて設定された負担限度額を超える費
用について、特定入所者介護（介護予防）サービス費（補足給付）を支給す
るもの。平成１７年１０月に施行。

○ 給付対象者は、次の通り。
第１段階：生活保護受給者、老齢福祉年金受給者など
第２段階：年収８０万円以下の基礎年金受給者など
第３段階：市町村民税世帯非課税者など（第１，２段階の対象者を除く）

○ 給付対象サービスは、次の通り。
介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）
短期入所（短期入所生活介護、短期入所療養介護）

○ 給付費の推移は、次の通り。

H17（5か月分） H18 H19 H20

給付費 848.1 2,132.4 2,261.5 2,396.8

伸び率 － +4.77% +6.05% +5.98%
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3.5 3.7 

7.0 

1.0 
2.2 3.0 

6.7 6.5 

3.2 

4.2 
3.0 2.2 

1段階 2段階 3段階 1段階 2段階 3段階

補足給付支給額 負担限度額

利用者の負担額

ユニット型個室

基準費用額月10.2万円

多床室

基準費用額月5.2万円

○ 食費及び居住費の利用者負担合計額を見ると、ユニット型個室について、特に所
得第３段階の方の負担が重くなっている。

１．食費及び居住費の合計負担額



2.5 2.5 

5.0 

1.5 1.5 

4.0 

1.0 1.3 
2.5 

1.0 1.0 

3.5 3.5 

1.0 

3.5 3.5 

1.0 

2.5 2.2 
1.0 

1.0 

１段階 ２段階 ３段階 １段階 ２段階 ３段階 １段階 ２段階 ３段階 １段階 ２段階 ３段階

ユニット型個室

基準費用額月６万円

ユニット型準個室
老健等の従来型個室

基準費用額月５万円

特養の従来型個室

基準費用額月3.5万円

多床室

基準費用額月１万円

（１）居住費

（２）食費

1.0 1.2 2.0 

3.2 3.0 2.2 

１段階 ２段階 ３段階

補足給付支給額

負担限度額

基準費用額4.2万円
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２．食費及び居住費の個別の負担額



介護保険施設における負担額

1.5 1.5 2.46 2.8 1.5 1.5 2.46 2.81 1.2
2

4.2

1 1.2
2

4.2
2.5 2.5

5

6

1

1

1

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

１割負担 食費 居住費

ユニット型個室 多床室

計5万円 計5.2万円

計9.46万円

計13万円以上

計2.5万円

計3.7万円

計5.46万円

計8万円以上

＊ １割負担は、第１~３段階は高額介護サービス費の負担限度額、第４段階は特養の平均的な利用者負担額。
＊ 食費、居住費は、第１~３段階は特定入所者介護サービス費（補足給付）の負担限度額、第４段階は特定入所者介護サービス

費（補足給付）の基準費用額。
＊ 実際に施設を利用される際は、上記以外に介護保険料や医療保険料、医療費、日常生活費などが必要となる。
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○ 1割負担を加えた入所にかかる費用の合計額で見ても、特に所得第３段階の方の

負担が重くなっている。



グループホームにおける負担額
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1.5 2.46 2.82 1.5 2.46 2.82 1.5 2.46 2.82
3.56

3.56 3.56
3.78

3.78 3.78
3.09

3.09 3.09

4.27
4.27 4.27 7.67

7.67 7.67

1.72
1.72 1.72

1.45
1.45 1.45

1.57
1.57 1.57

0.85
0.85 0.85

１~２段階 ３段階 ４段階 １~２段階 ３段階 ４段階 １~２段階 ３段階 ４段階

１割負担 食材料費 家賃 光熱水費
＊ １割負担は、第１~３段階は高額介護サービス費の負担限度額、第４段階はGHの平均的な利用者負担額。
＊ 食材料費、家賃、光熱水費は、認知症・虐待防止対策推進室による全国調査（H21.10）の結果より。
＊ 実際にGHを利用される際は、上記以外に介護保険料や医療保険料、医療費、日常生活費などが必要となる。

全国平均 東京都（全国最高） 青森県（全国最低）

計10.8万円

計11.7万円

計12.1万円 計14.5万円

計15.5万円

計15.8万円

計7.2万円

計8.1万円

計8.5万円

○ グループホームにおいては、所得に関わらず、一定の食材料費と家賃、光熱水
費を支払う必要があるため、低所得者にとって負担が重くなっている。

○ グループホームの負担額は、地域によって大きな差がある。
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○ NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」（H22.４.26）
・ グループホームを低所得者層が利用できる価格設定に。

○ 近畿市長会（H22.５.20）
・ 認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）を利用する低所得者へ

の負担軽減措置を講じること。

○ 大阪府福祉部高齢介護室「高齢者施策の推進に係る提言」（平成22年５月）
・ 施設利用に係る補足給付については、介護保険制度の枠外で所得保障政策の

一環として位置づけ、事業所の制度利用を義務付けるとともに、給付対象、給
付額を拡大する。

特に認知症高齢者グループホームについては、早急に給付対象とする。

○ 「地域包括ケア研究会報告書」（平成22年３月）
・ 現在施設に限定されている補足給付を公費による別制度として、対象をグ

ループホームや一定の高齢者専用賃貸住宅にも拡大して居住費に関する所得保
障の仕組みを再編拡充すべきではないか。ただし、補足給付に替わる公費によ
る制度の財源確保の見込みなく補足給付を廃止するべきではない。また、仮
に、現行の補足給付を維持する場合でも、資産要件などを導入してより公平な
制度にすべきとの意見もあった。

補足給付に関する指摘事項の概要
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１ 居住費に係る利用者負担が重いユニット型個室入所者の負担軽減について
どう考えるか。

２ 現在補足給付の対象となっていないグループホーム入所者への家賃助成に
ついてどう考えるか。

３ 補足給付について、公平な制度とする観点から、その必要性を厳密に確認す
る方法を検討すべきではないか。

補足給付に関する論点



（４）療養病床再編成及び施設の
設置主体について
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① 介護療養病床の現状について

8181



○平成24年3月31日までに、療養病床を再編成し、医療の必要度に応じた機能分担を推進
することにより、利用者の実態に即したサービスの提供を図る。
⇒主に医療が必要な方には医療サービス、主に介護が必要な方には介護サービスを

○現在の療養病床（医療療養病床、介護療養病床）に入院している患者を退院させず（ベッド
数を削減せず）、老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設等に転換するも

の。
⇒医療・介護トータルの受け皿数は確保

○なお、介護施設等への転換は、医療機関の経営判断による。

療養病床再編成の考え方

(注1)病床数は平成18年10月現在の数値。
(注2)医療療養病床からは回復期リハ病床（約2万床）を除く。

医
療
の
必
要
性
の
高
い
方
と

低
い
方
と
が
混
在

低

高
医療療養病床

（23万床）
（医療保険からサービスを給付）

介護療養病床
（12万床）

（介護保険からサービスを給付）

35
万
床

35
万
床

＜平成２４年度～＞

主
に
医
療
を
必
要
と

す
る
方
（医
療
保
険
）

主
に
介
護
を
必
要
と

す
る
方
（介
護
保
険
）

介護療養型
老人保健施設

特別養護老人ホーム 等

医療療養病床
（約21万床）

※4５都道府県の合算値
未定の２県を含めると約22万床の見込み

夜間対応

従来型の老人保健施設

転換
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（参考）介護療養型医療施設について

介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院又は診療所
であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の
下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を
行うことを目的とする施設。（介護保険法第8条第26項）

平成23年度中に介護療養型医療施設を介護老人保健施設、そ

の他の介護保険施設等に転換（施設類型の変更）することとして
いる。（平成18年健康保険法等の一部を改正する法律により介護
保険法の規定を削除）
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医療療養病床・介護保険施設について

（参考）

一般病床

医療療養

病床

介護療養

病床

介護療養型

老人保健

施設

（従来型の）

老人保健

施設

ベッド数 約103万床 約26万床 約9万床
約3,612床※4

（H20.5創設）
約32万床

１人当たり

床面積
６．４㎡以上 ６．４㎡以上 ６．４㎡以上

８．０㎡以上

（大規模改修までは

６．４㎡以上）

８．０㎡以上

平均的な１人当
たり費用額※１

（H21改定後）

（※2） 約49万円 約41.6万円 約37.2万円※3 約31.9万円

人員配置

（100床当たり）

医師 6.25人

看護職員 34人

医師 3人

看護職員 20人

介護職員 20人

医師 3人

看護職員 18人

介護職員 18人

医師 1人

看護職員18人

介護職員18人

医師 1人

看護職員 10人

介護職員 24人

病 院 施 設

医療保険 介護保険

施設の種類

財 源
※１ 多床室 甲地 の基本施設サービス費について、1月を30.4日と仮定し１月当たりの報酬額を算出。

※２ 算定する入院料により異なる。

※３ 介護職員を４：１で配置したときの加算を含む。

※４ 平成２２年６月現在 各都道府県より厚生労働省老人保健課へ報告された病床数に基づく。
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主として介護が必要な方は介護老人保健施設等で受け止めることとし、療養病床から転換した老
人保健施設については、入所者の医療ニーズへの対応を介護報酬上特別に評価した「介護療養型
老人保健施設」を創設。

療養病床の転換支援策について

○ 介護療養型老人保健施設の創設

○ 療養病床が老人保健施設に転換する場合の床面積等の施設基準の緩和

○ 療養病床から老人保健施設等への転換に伴う費用負担軽減のための措置

療養病床から転換した老人保健施設について、次の新築等を行うまでの間、１床あたり６．４㎡の
経過措置を認める。

（参考）老人保健施設の床面積の基準：１床当たり８㎡

ア 老人保健施設等に転換する療養病床に交付金を交付
（例）既存施設を取り壊さずに新たに施設を整備した場合、転換床数１床あたり１００万円を交付

イ 療養病床の整備時の債務の円滑な償還のため、独立行政法人福祉医療機構の融資制度とし
て「療養病床転換支援資金」を創設
・貸付限度額： 最大７．２億円以内
・償還期間 ： 最大20年以内
・貸付利率 ： 財政投融資資金借入利率と同率（年間1.70％）
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療養病床数の推移

厚生労働省大臣官房統計情報部「病院報告」より

医療療養病床数 介護療養病床数 療養病床数 計

平成18年4月※１ 263,742 120,700 384,442 

※１ 確定数

※２ 概数

平成22年2月※２ 262,119 89,033 351,152
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療養病床からの転換状況（平成２２年６月１５日現在）

介護療養型老人保健施設（平成２０年５月～）に転換した施設： ７５施設（３６１２床）

従来型老人保健施設に転換した施設： ６１施設（２０１２床）

特別養護老人ホームに転換した施設： ７施設（２７４床）

有料老人ホームに転換した施設： ５施設（１９８床）

認知症高齢者グループホームに転換した施設： １２施設（１５６床）

高齢者専用賃貸住宅に転換した施設： ２施設（２５床）

合計 １６２施設（６２７７床）

注） 各都道府県より厚生労働省老健局老人保健課に報告されている施設数・病床数に基づく。
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介護療養病床に関する論点

１ 介護療養病床の転換については、

・転換後の患者の望ましい居場所が確保できるのかということ
について懸念する声がある。

・一方、仮に転換を凍結した場合、本来介護保険施設において処遇されるべき
患者が療養病床で処遇される、いわゆる「社会的入院」につながるおそれが
ある。

（参考）長妻厚生労働大臣国会答弁（抜粋）
夏頃までに調査結果をとりまとめて、その結果を踏まえて議論をして、猶予

ということも含めて今後の方針を決定していく。
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【療養病床の転換意向等調査】 平成22年2月及び4月※１

→療養病床を有する医療機関の転換意向を把握。

○調査対象：調査時点で療養病床を有する医療機関※２

○ 内 容 ：これまでの転換状況・転換理由、今後の転換意向、転換意向理由等

【医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査】 平成22年6月
→ 療養病床等の入院患者と施設入所者の状態像を、共通尺度を用いて横断的に把握。

○調査対象：医療保険施設※３･･･一般病棟：13対1・15対1（約2,000施設）
医療療養病棟（約4,000施設）
障害者施設・特殊疾患病棟（約1,000施設）
在宅療養支援病院・診療所（約3,000施設）

介護保険施設※４･･･介護療養型医療施設（約2,000施設）
介護老人保健施設（約2,000施設）
介護老人福祉施設（約2,000施設）

○ 内 容 ：患者・入所者の入院/入所の理由、入院/入所前の状況、現在の状態、今後の見通し、今後の
希望、医療の提供状況等

○ 療養病床の再編成の今後の方針を検討するため、平成21年度から平成22
年度にかけて以下の調査を実施。

（参考）療養病床再編成に係る調査の概要

※１：診療報酬改定の影響を把握するため、改定前後（平成22年2月、4月）で2回実施
※２：2月は東京都を除く46道府県（約5,000施設）、4月は47都道府県（約5,600施設）（厚生労働省 医療施設動態調査）
※３：平成22年度社会保険基礎調査委託事業
※４：平成22年度老人保健健康増進等事業
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② 施設の設置主体について
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特別養護老人ホームの設置主体に係る規定

○ 特別養護老人ホームの設置主体として、老人福祉法で定められているのは、
・ 都道府県、市町村、地方独立行政法人（第１５条第１項、第３項）
・ 社会福祉法人（第１５条第４項）
・ 日本赤十字社（老人福祉法第３５条）
・ 厚生連（老人福祉法附則第６条の２）

○行政刷新会議 規制・制度改革／成長戦略
・規制・制度改革に係る対処方針（平成22年６月18日 閣議決定）より

【ライフイノベーションＷＧ⑭】
特養への民間参入拡大（運営主体規制の見直し）
・特別養護老人ホームへの社会医療法人参入を可能とする方向で検討し、結論を得る。

＜平成22 年度中検討・結論、結論を踏まえ対応に着手＞
・また、特別養護老人ホームの運営について、利益追求・利益処分の在り方、措置入所の

在り方や、基幹となる税制の在り方・廃業の際の残余財産の処分等の在り方に関連し、
特別養護老人ホームを社会福祉法人が担っていることの意義や役割、社会福祉法人
以外の既存の法人形態を含め、社会福祉法人と同程度の公益性及び事業の安定性・
継続性を持つ法人の参入を可能とすることの是非について検討する。
＜平成22年度中検討開始＞
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○ 役員、社員等については、親族等が
3分の1以下であること

○定款又は寄附行為において、解散時の
残余財産を国に帰属する旨定めている
こと

○救急医療等確保事業を実施している
こと

公立病院等

都道府県知事
の認定

医療審議会

収益事業の実施

社会医療法人債の発行

認
定
要
件

改正医療法 第３０条の４
第２項第５号

イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療

（小児救急医療を含む）

医療計画に記載された
救急医療等確保事業

公立病院等との新たな
役割分担・連携の構築

社会医療法人

社 会 医 療 法 人 制 度 の 概 要
○社会医療法人は、平成18年医療法改正において、公立病院改革が進む中で、民間の高い活力を

活かしながら、地域住民にとって、不可欠な救急医療等確保事業を担う、公益性の高い医療法人とし
て制度化（都道府県知事の認定）。（平成22年7月現在 102法人）

医療保険業の法人税非課税
（20年度税制改正）

救急医療等確保事業を行う病院・
診療所の固定資産税等の非課税

（21年度税制改正）

法
人
運
営
の
安
定
化

審査
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社 会 医 療 法 人 の 認 定 要 件
１．救急医療等の事業に関する要件
【主な要件】
○救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療又は小児救急医療の医療連携体制を担う医療機関として

医療計画に記載されていること
○救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療又は小児救急医療

救急医療
休日・夜間・。深夜加算算定件数（初診）／初診料算定件数＝20%以上、又は、夜間休日搬送受入件数＝年間750件以上
※精神科救急：年間時間外診療件数＝人口1万対2.5件以上（3カ年で人口1万対7.5件）

災害医療 救急医療の基準の8割の実績を有しており、かつ、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）を保有し防災訓練に参加したこと

へき地
医療

病院の場合は、週1回をｊ超えて巡回診療・医師派遣を行っていること（直近に終了した会計年度の延べ派遣日数（派遣日数を
医師数で乗じた日数）が53人日以上であること）
へき地における診療所の場合は、週4日を超えて診療をおこなっていること（直近に終了した会計年度の診療日が209日以上
であること。）

周産期
医療

ハイリスク分娩可加算＝年1件以上、かつ、分娩件数＝年500件以上、かつ、母体搬送受入件数＝年10件以上

小児救急
医療

乳幼児休日・夜間・深夜加算算定件数（初診）／乳幼児加算初診料算定件数＝20%以上

２．公的な法人運営に関する要件
【主な要件】
○役員等についての同族性が排除されていること
○法人解散時の残余財産が国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属する（持分がない）こと
○社会保険診療に係る収入金額が全収入金額の8割を超えること
○理事等に対する報酬について、支給の基準を定め、公開していること 等
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設置主体別の税制の比較
日赤 社会福祉法人 厚生連 社会医療法人 一般の医療法人

国
税

法人税

医療保険業 非課税 非課税 非課税 非課税 課税（30%）

医療保険業
以外

収益事業のみ課税
(18%※１）

収益事業のみ課税
(18%※１）

収益事業のみ課税
(18%※１）

収益事業のみ課税
(18%※１）

（実施不可）

寄付金税制

個人寄付者
の所得税

寄付金から5千円を引
いた額の所得控除が可

（所得の40%が限度）

寄付金から5千円を引
いた額の所得控除が可

（所得の40%が限度）

所得控除不可 所得控除不可 所得控除不可

法人寄付者
の所得税

一般寄付金と別枠で損
金算入可

一般寄付金と別枠で損
金算入可

一般寄付金の枠で
損金算入

一般寄付金の枠で
損金算入

一般寄付金の枠で
損金算入

地
方
税

事業税

医療保険業 非課税 非課税 非課税 非課税
社会保険診療は非
課税（その他は課税

5%※2）

医療保険業
以外

収益事業のみ課税
(5.0%等※3）

収益事業のみ課税
(5.0%等※3）

収益事業のみ課税
(5.0%等※3）

収益事業のみ課税
(5.0%等※3）

（実施不可）

固定資産税

医療用資産 非課税
社会福祉事業の用に
供する者は非課税

非課税

救急医療等確保事
業に係るものは非

課税
※1

課税都市計画税

不動産取得税

※１：平成21年度税制改正
※２：所得400万円以下は5.0%、400万円超は6.6％
※３：所得400万円以下は5.0%、400万円超は7.3％、800万円超は9.6%
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設置主体別の残余財産の帰属先について
社会福祉法人 社会医療法人 医療法人

公益社団法人
公益財団法人

一般社団法人
一般財団法人 特定非営利法人

根拠法
社会福祉法
31条、47条

医療法
42条の2

医療法
44条、56条

公益社団法人及び
公益財団法人の
認定法 第5条

一般社団法人及び一
般財団法人法

11条、153条、239条

特定非営利活動
促進法

11条、32条

定款又は
寄付行為の定め
により残余財産
の帰属対象とな
る者

①社会福祉法人
②その他社会福
祉事業を行う者

①国
②地方公共団体
③他の社会医療
法人

① 国
② 地方公共団体
③ 医療法人
④ その他の医療

を提供する者

※ 現在の医療法
人の大半は、経
過措置に基づく、
持ち分のある医
療法人である。

①国
②地方公共団体
③類似の事業を目的

とする他の公益法人
④法5条17号で定める

法人
（社会福祉法人など）

帰属対象については
定めなし

※ 定款において、
① 一般社団法人は

社員に、
②一般財団法人は

設立者に、残余財
産の分配を受ける
権利を与えることを
禁止

①特定非営利活
動法人

②その他法11条
で定める法人

定款又は寄付行
為に定めがない
場合

国

定款に定めること
が要件であるため、
必ず定められてい
る

国
定款に定めることが
要件であるため、

必ず定められている

①社員総会又は
評議会の決議に
よって定める

②帰属が定まらない
場合は国

①所轄庁の認証
を得て、財産を
国又は地方公共
団体に譲渡可能

②帰属が定まらな
い場合は国
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（参考）社会福祉法人の経営の安定性・継続性に係る議論

<参考> 老人福祉事業者・医療機関の主な倒産 （2001年～2009年）

(出典）帝国データバンク
「老人福祉事業者・医療機関の倒産
動向調査」より

○ 老人福祉事業の主な倒産事例の
うち、社会福祉法人は１件。

○ 上記の１件は、社会福祉法人への
民事再生法の適用事例としてははじ
めて。
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97

施設の設置主体に対するこれまでの指摘事項の概要

○ 大都市民生主管局長会議（H22.７.30）
・ 多様な住まいを確保するため、構造改革特区で特別養護老人ホームの公設民

営・PFIにより株式会社が設置主体として認められているように、規制緩和をすすめ
ること。

○ 全国社会福祉協議会（平成22年6月）

・ 利用者負担額の増大や、介護施設で働く職員の処遇が悪化すること、税・介護保
険料として国民から拠出された財源が、介護以外に流出することを避けるため、特
別養護老人ホームの設置主体は現行制度の枠組みを堅持すべき。

○ 経済同友会（平成22年6月）
・ 介護保険施設を自治体、社会福祉法人、医療法人等以外の主体にも開設できる

ようにし、株式会社等、多様な経営主体の参入を促すべきである。その際、特別養
護老人ホーム等を開設する社会福祉法人に対し行われている公的助成や税制面
での優遇措置等はなくし、他の経営主体と競争条件を同一にする必要がある。

○ 地域包括ケア研究会報告書（Ｈ22.４.26）
・ 施設の類型によらず、実際に果たしている機能に着目して評価することを選択で

きる仕組みを導入する。
・ 介護老人福祉施設としての特別養護老人ホームの設置主体の制約を見直し、

医療法人にも介護老人福祉施設の設置を認める。
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１ 規制・制度改革に係る対処方針（平成22年６月18日閣議決定）において、
特別養護老人ホームへの社会医療法人参入を可能とする方向で検討し、
結論を得ることとされている。

また、「社会福祉法人と同程度の公益性及び事業の安定性・継続性を持つ
法人の参入を可能とすることの是非について検討する」こととされている。

公益性、安定性、継続性の観点から、どのような法人を比較・検討の対象と
していくべきか。

２ また、介護療養病床型施設からの転換が進まないなかで、

ⅰ 介護療養型病床からの転換先として、転換型介護老人保健施設と同様
に、医師、看護師配置を行う特養類型を作り転換を進めていくべきか。

ⅱ 介護療養病床からの受け入れ先を拡大するため、転換を決めた医療法人
については、特養の設置を認めていくことも必要か。
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地方分権の動き
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（参考）



地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案（厚生労働省関係）

○ 地方分権改革推進委員会第３次勧告（平成21年10月7日）で方針が示された以下の３つの
重点事項のうち特に地方要望に係る事項を中心に、地方分権改革推進計画（平成21年12月
15日閣議決定）に基づき関連法律の改正を行う。

（a）施設・公物設置管理の基準
（b）協議、同意、許可、認可、承認
（c）計画等の策定及びその手続

（a）施設・公物設置管理の基準の見直し

①児童福祉法・老人福祉法・介護保険法・障害者自立支援法の一部改正

◆以下の施設・サービスの人員・設備・運営基準を、都道府県等の条例に委任。
・児童福祉施設（保育所、助産施設等）及び指定知的障害児施設等（知的障害児施設、重症心身障害児施設等）

・特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム
・指定居宅サービス（ホームヘルプ、デイサービス等）、指定介護老人福祉施設等
・指定障害福祉サービス（生活介護、就労移行支援等）、指定障害者支援施設等

◆人員・居室面積・人権侵害防止等の厚生労働省令で定める基準は「従うべき基準」、利用
定員は「標準」、その他は「参酌すべき基準」とする。

◆ただし、保育所の居室面積基準については、厚生労働大臣が指定する地域にあっては、
政令で定める日までの間は、「標準」とする。

２．改正の概要

１．改正の背景
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（a）施設・公物設置管理の基準の見直し
②職業能力開発促進法の一部改正

◆都道府県の行う施設外訓練及び委託訓練に関する基準を、都道府県の条例に委任。
◆厚生労働省令で定める基準を、「参酌すべき基準」とする。

③就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正
◆認定こども園の認定要件の基準・表示基準を、都道府県の条例に委任。
◆入所・入園資格基準は「従うべき基準」、その他は「参酌すべき基準」とする。

※ ①及び③については、施行状況等を勘案し、条例委任の在り方や厚生労働省令等で定める基準の
在り方について検討し、必要があると認めるときは、検討結果に基づいて所要の措置を講ずる。

（b）協議、同意、許可、認可、承認の見直し
○林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正

◆林業労働力確保基本計画の策定・変更における農林水産大臣・厚生労働大臣への協議
を「報告」とする。

（c）計画の策定及びその手続の見直し
○医療法の一部改正

◆医療計画の内容のうち、地域医療支援病院等の整備目標に関する事項等に係る規定は、
義務から努力義務化する。

２．（a）・・・平成２３年４月１日 （①②については、施行日から１年を超えない範囲内で、条例が制定施行されるまでの間は、

厚生労働省令で定める基準を条例で定める基準とみなす旨の経過措置あり）

（b）（c） ・・・公布の日

３．施行期日
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基準の類型 基準の例 厚生労働省の対応

人員配置基準 入居者３人に対し介護・看護職員１人以上
等

従うべき基準

居室面積基準 居室：10.65㎡
（ユニット型施設は13.2㎡）

従うべき基準

人権に直結する
運営基準

○ サービス内容の説明と同意
○ サービス提供拒否の禁止
○ 身体的拘束の禁止
○ 秘密保持

等

従うべき基準

上記以外の施設・設
備・運営基準

○ 食堂（機能訓練室と合わせて3㎡/人以上）
○ ユニット型施設における共同生活室 （2㎡/人 以上）
○ 廊下幅（1.8m以上 中廊下2.7m以上）
○ 居室定員４人以下
○ サービス提供困難時の対応（病院や他の事業者の

紹介等）
○ 要介護認定の申請に係る援助
○ サービスの提供の記録
○ 介護の方法（週２回以上の入浴等）
○ レクリエーションの提供等
○ 協力病院の定め
○ 会計の区分

等

参酌

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の地方分権による条例委任の考え方

※ 他の介護施設等についても、「地方分権改革推進計画」に沿って、上記に準じた仕分けを行っている。
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平成 22年 7月 30日 

 
 

特別養護老人ホームの生活相談員と老人保健施設の支援相談員 

および介護支援専門員の役割について 

 

 

一般社団法人          

日本介護支援専門員協会 

会 長  木 村  隆 次 
 

 

 

利用者にとって適切なケアマネジメントが実践されるために、特別養護

老人ホームおよび老人保健施設の入退所時において、施設側の介護支援専

門員及び相談員と居宅介護支援事業所の介護支援専門員、地域包括支援セ

ンターのケマネジメント担当者、グループホーム等の介護支援専門員、病

院の医療関係職種等が情報共有をすることが求められる。そして、住まう

場所が変わってもケアマネジメントが継続されることが望ましい。 

 

このことを実現するために、特別養護老人ホームの生活相談員と老人保

健施設の支援相談員および介護支援専門員の役割について明確化する必要

がある。 

 

 ここでは、日本介護支援専門員協会が厚生労働省老人保健事業推進費等

補助金（老人保健健康推進等事業）で実施した「施設系、居住系施設など

におけるケアマネジメント手法及び介護支援専門員のあり方調査研究事

業」（平成 19年度）、「老人保健施設、特別養護老人ホームに配置されてい

る介護支援専門員の役割と評価等のあり方の調査研究事業」（平成 21年度）

において得た現状を報告する。 

 
 

 

※介護保険法（総則より抜粋） 

第七条 

５ この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者（以下「要介護者

等」という。）からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅

サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予

防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事

業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービ

ス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営

むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一

項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 
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平成 19年度 厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) 

「施設系、居住系施設などにおけるケアマネジメント手法及び 

介護支援専門員のあり方調査研究事業」 

委員名簿 
 

 阿部 信子 特定非営利活動法人日本介護経営学会 理事 

 江澤 和彦 社団法人全国老人保健施設協会 理事 

 榎本 博一 社会福祉法人喜成会 指導者 

 折茂 賢一郎 日本介護支援専門員協会 常任理事 

 武久 洋三 日本療養病床協会 

◎田中 滋 
特定非営利活動法人日本介護経営学会 会長 

慶應義塾大学大学院 教授 

 野呂 牧人 介護老人保健施設 ケア・ビレッジシャローム 

 濵田 和則 日本介護支援専門員協会 副会長 

 見平 隆 社団法人日本社会福祉士会 

 本永 史郎 社団法人全国老人福祉施設協議会 

 和気 純子 首都大学東京 准教授 

※50音順 ◎は委員長 所属は就任時 

 

 
 

平成 21年度 厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) 

「老人保健施設、特別養護老人ホームに配置されている 

介護支援専門員の役割と評価等のあり方の調査研究事業」 

委員名簿 
 

阿部 信子 特定非営利活動法人日本介護経営学会 監事 

  折腹  実己子 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 研修委員会副委員長 

折茂 賢一郎 一般社団法人日本介護支援専門員協会 常任理事 

◎田中 滋 
特定非営利活動法人日本介護経営学会 会長 

慶應義塾大学大学院 教授 

長田  洋 特定施設事業者連絡協議会 事務局長 

  濵田 和則 一般社団法人日本介護支援専門員協会 副会長 

東 憲太郎 社団法人全国老人保健施設協会 常務理事 

松谷  之義 一般社団法人日本慢性期医療協会 副会長 

見平 隆 社団法人日本社会福祉士会 ケアマネジメント委員 

山田 剛 
医療法人社団主体会 

介護老人保健施設 みえ川村老健 副施設長 

和気 純子 首都大学東京 准教授 

※50音順 ◎は委員長 所属は就任時 
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業務の実施者について、施設種類別にみたものを以下に示す。 
 
◆業務の実施者（介護支援専門員と相談員）【指定介護老人福祉施設】 
 
 指定介護老人福祉施設では、介護支援専門員の他に、「相談員」の入所・退所に

かかる業務や地域との連携に関する業務等の実施率が高い。 

 

※各施設において「介護支援専門員として中心的に業務を担当している人」に回答を依頼。N=949 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【平成 19 年度「施設におけるケアマネジメント手法および介護支援専門員のあり方に関する調査研究事業」報告書】  

0 20 40 60 80 100

入所時における入所者の心身の状況、生活歴等の状況の把握

入所時における入所者・家族等の希望・意向の聴取

入所における居宅介護支援専門員との連携やサービス調整

生活に対する入所者本人の意志聴取

入所者の生活に対する家族等の意向の聴取

施設サービス計画書を作成するためのアセスメント

長期目標・短期目標(案)の作成

施設サービス計画書原案の作成

ケアカンファレンス(サービス担当者会議)の召集・運営

施設サービス計画書についての多職種間の意見調整

施設サービス計画書についての栄養マネジメント、リハビリマネジメント

等との整合性調整・確認

入所者や家族等への施設サービス計画書の説明・同意

施設サービス計画書に基づく実践の記録

施設サービス計画書に基づくモニタリング

施設サービス計画書の定期的な見直し

家族等への入所者の状態等に関する定期的な情報提供・報告

苦情の受付・苦情処理に関する業務

事故発生の記録

身体拘束の記録

退所時における入所者・家族等の希望・意向の聴取

退所時における入所者・家族等への情報提供やサービスの調整

退所時における居宅介護支援専門員との連携やサービス調整

退所時における行政や他の社会資源との協働・連携

入院・転所時における施設サービス計画書の引継ぎ

申請代行業務(要介護認定申請代行等)

入所者の権利擁護に関する業務

地域ネットワークへの参加

地域における最新の社会資源情報の把握

要援護者の発見・支援の窓口

関係機関からの虐待に関する相談・被虐待者の受入

介護支援専門員

相談員
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◆業務の実施者（介護支援専門員と相談員）【介護老人保健施設】 

 
介護老人保健施設では、介護支援専門員の他に、「相談員」の入所・退所にかか

る業務や地域との連携に関する業務等の実施率が高い。「施設サービス計画書に基

づく実践の記録」「事故発生の記録」「身体拘束の記録」については、看護職員、

介護職員の実施率が高い。 

※各施設において「介護支援専門員として中心的に業務を担当している人」に回答を依頼。N=534 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【平成 19 年度「施設におけるケアマネジメント手法および介護支援専門員のあり方に関する調査研究事業」報告書】  

0 20 40 60 80 100

入所時における入所者の心身の状況、生活歴等の状況の把握

入所時における入所者・家族等の希望・意向の聴取

入所における居宅介護支援専門員との連携やサービス調整

生活に対する入所者本人の意志聴取(意思疎通ができる入所者)

入所者の生活に対する家族等の意向の聴取

施設サービス計画書を作成するためのアセスメント

長期目標・短期目標(案)の作成

施設サービス計画書原案の作成

ケアカンファレンス(サービス担当者会議)の召集・運営

施設サービス計画書についての多職種間の意見調整

施設サービス計画書についての栄養マネジメント、リハビリマネジメン

ト、機能訓練計画書との整合性調整・確認

入所者や家族等への施設サービス計画書の説明・同意

施設サービス計画書に基づく実践の記録

施設サービス計画書に基づくモニタリング

施設サービス計画書の定期的な見直し

家族等への入所者の状態等に関する定期的な情報提供・報告

苦情の受付・苦情処理に関する業務

事故発生の記録

身体拘束の記録

退所時における入所者・家族等の希望・意向の聴取

退所時における入所者・家族等への情報提供やサービスの調整

退所時における居宅介護支援専門員との連携やサービス調整

退所時における行政や他の社会資源との協働・連携

入院・転所時における施設サービス計画書の引継ぎ

申請代行業務(要介護認定申請代行等)

入所者の権利擁護に関する業務(後見人制度紹介・活用など）

地域ネットワークへの参加(施設・事業者連絡会への出席など)

地域における最新の社会資源情報の把握

要援護者の発見・支援の窓口(住民相談や他機関との協働）

関係機関からの虐待に関する相談・被虐待者の受入

介護支援専門員

相談員
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◆施設の介護支援専門員が業務実施上抱えている悩み 
 

 業務上抱えている悩みについても、担当入所者数が多い施設の介護支援専門員の

方が、「担当する入所者数が多い」「兼務の業務が忙しく本来の業務ができていない」

「業務の責任が重い」の回答が多い傾向がみられた。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「50人以下」「50～100人以下」「100人超」の３群間で、各選択肢に有意差があるかどうかχ2検定を

行ったもの。p＜0.05 の項目のみχ2値、ｐ値を表示。 

 
【平成 19 年度「施設におけるケアマネジメント手法および介護支援専門員のあり方に関する調査研究事業」報告書】 
 

20.7%

45.3%

33.3%

41.4%

42.1%

17.5%

16.8%

43.0%

35.3%

12.6%

3.9%

3.2%

46.4%

49.0%

41.3%

42.3%

46.1%

11.1%

22.8%

38.6%

33.3%

10.9%

3.6%

3.1%

39.9%

49.6%

77.7%

40.8%

40.6%

13.5%

24.2%

40.1%

29.4%

13.3%

0.9%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

担当する入所者が多い

介護支援専門員の業務
の範囲が明確でない

兼務の業務が忙しく本来の
業務ができていない

スキルが不十分で本来の
業務ができていない

利用者本位のサービスが
貫けない

支援困難事例への対応に
手間がとられる

業務の責任が重い

施設内のミーティングの
時間がとりにくい

施設内で入所者に関する
情報の共有が不十分

管理者のケアマネジメント
への理解が足りない

その他

無回答

50人以下
（N=309)

50人超100人以下
（N=588）

100人超
（N=534）

***
χ2＝57.372
 ｐ ＝0.000

***

χ2＝211.169
 ｐ ＝0.000

*
χ2＝7.235
 ｐ ＝0.027

*
χ2＝6.475
 ｐ ＝0.039
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◆介護支援専門員１人あたり業務時間（１週間）；勤務形態別 
 

○調査期間（1週間）に介護支援専門員が勤務した時間は、1人平均 44.8時間であ

った。介護支援専門員業務を行った時間でみると、平均 25.9時間であり、「常勤・

専従」が 35.8時間、「常勤・兼務」が 19.6時間となっている。 

○介護支援専門員業務のうち、「入所・退所関連業務」2.2時間、「ケアマネジメン

ト業務」21.1時間 、「その他業務」2.6時間となっている。 
（単位；時間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○介護支援専門員業務の内訳をみると、最も長いのが「施設サービス計画書の作

成・見直し」323.0分、次に「実践の記録、モニタリング」162.8分、「入所者の

アセスメント・意見聴取、相談対応」131.2 分、「施設内の他職種との連携・調

整」128.7 分、「サービス担当者会議・ケースカンファレンス等の会議開催・出

席」117.7分であった。 

○施設種類別に、常勤･専従の介護支援専門員業務の内訳をみると、入所・退所関

連業務や「新規入所者へのサービス計画書の作成」「施設サービス計画書の作成・

見直し」については、介護老人保健施設の方が長い傾向にあり、「実践の記録・

モニタリング」については、介護老人福祉施設の方が長い傾向がみられた。 

 
【平成 21 年度「老人保健施設、特別養護老人ホームに配置されている介護支援専門員の役割と評価等のあり方の 

調査研究事業」報告書】 

 

35.8

19.6

4.8

21.3

4.3

4.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

常勤・専従

常勤・兼務

介護支援専門員業務合計 兼務業務・その他 その他
(時間）

N数
勤務時
間合計

介護支
援専門
員業務
合計

入所・退
所関連
業務

ケアマネ
ジメント
業務

その他
業務

兼務業
務・その

他
その他

全体 170 44.8 25.9 2.2 21.1 2.6 14.4 4.5
勤務形態別

常勤・専従 68 44.9 35.8 2.9 30.1 2.7 4.8 4.3
常勤・兼務 99 45.3 19.6 1.9 15.2 2.6 21.3 4.4

非常勤・専従 1 27.2 27.2 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0
非常勤・兼務 1 16.0 7.3 0.0 7.3 0.0 8.8 0.0

無回答 1 41.3 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 37.5



高齢者ケアの後退をもたらす 

「雑居部屋特養」の新設を許さない緊急集会アピール 

 

「長生きするものだねぇ～。4人部屋のときは、つらくて早くお迎えが来てほしかった。長生き

していることが恨めしかった。でも、今は、一人部屋で朝、ラジオも気兼ねしないで聴けるし、

好きなことができる。４人部屋のままで死んでしまった人は、惜しかったねぇ」 

 

 介護保険法は、第一条で「要介護者の尊厳の保持」を規定しています。この条文にてらすと、

要介護者はどのような状況にあっても、人としての尊厳の原則にそってあらゆる介護サービス

が提供されるべきです。 

 心身が虚弱な高齢者が長い年月暮らす場として相部屋はふさわしくないこと、とりわけ認知

症になった高齢者には過酷な環境であることが 1990年代に入り明らかになりました。国は、介

護保険制度の理念にもとづき、2002年、「個室ユニットケア」を制度化し、特養の新設はこれに

限定するという方針を貫いてきました。将来的には個室ユニット特養の割合を７割にまであげ

るという政策方針をたてました。このことは、「全室個室ユニット特養」が標準であリ、その根

拠は「高齢者の尊厳の保持」を規定した介護保険法にあるという解釈で一貫したものでした。 

ところが、昨年来、いくつかの地方自治体から、個室と雑居部屋を混在させた特養の新設を

認め、ユニット部分にユニット型の介護報酬を適用するよう、厚生労働省に対する要望が相次

いでいます。理由として「個室ユニット型は居住費・食費などの自己負担が重く、低所得高齢

者等の利用が困難だから多床室が必要である」ということが挙げられています。 

「低所得者には低所得者向け雑居部屋でよいのだ」というダブルスタンダードが、地方分権

の名のもとに行われることを見過ごすことはできません。低所得者に低所得者独特の低位の基

準をあてはめるのは、19 世紀に猛威をふるった救貧思想の再現にほかなりません。一部の自治

体の都合で時計の針を逆行させることは許されません。 

高齢者や障害者が日常生活を送る場が、プライバシーが守られるよう個室が基本であるべき

ことは、個人を尊重する憲法を持つ国として当然です。生活施設の居室が「１人」か「２人以

上」かは、単なる人数の違いではなく、もっと本質的な違いなのです。 

特養をはじめとする高齢者介護施設は単なる箱ではありません。高齢者の尊厳と自立を支援

するための場です。施設水準が低下するとすれば、高齢者介護に携わる介護従事者のモラール

を低めることにもつながることは各種の高齢者現場の調査をみても明らかです。 

「地域主権一括法」では、特養の居室定員は自治体が条例で定めることができるものとされ、

国の示した基準は単なる「参酌標準」の扱いになろうとしています。これはきわめて危険です。 



私たちは、介護保険法で規定されている「個人の尊厳」を脅かし、「負の遺産」を残すこと

になる昨今の動向に強い危機感を抱きました。今こそ市民と現場から声を上げなければという

思いで、本日の緊急集会を開催しました。国や自治体は、特養の全室個室ユニット化の流れを

後戻りさせないため、以下の措置を講ずるべきです。 

 

■国がなすべきこと■ 

◯ 通常国会で継続審議になった地域主権一括法で「参酌すべき基準」となっている特養の

「居室定員」を「従うべき基準」と修正し、全室個室ユニットを特養のナショナルミニマム

として再確認すべきである。 

◯ 現在の省令・通知では、「2003年以前に設置された一部ユニット特養」にのみユニット部

分の報酬上乗せが認められている。これに対して、いくつかの地方自治体が、「今後建設する

一部ユニット型特養」にも、ユニット部分の報酬を認めるよう国に要請している。これは「負

の遺産」を３０年にわたって残すものであり断じて認められない。現行の取扱を堅持すべき

である。また、いくつかの自治体が、一部ユニット型特養に、誤って個室ユニット報酬を支

給していたが、これは明らかに法令違反であり、報酬が返還されなければ介護保険制度の根

幹が揺らぐ。厚労省は、一部の自治体に対し報酬の返還をするよう求めるべきである。 

◯ 個室ユニットの特養に入居する際に、その居住費等自己負担額の高さが問題となってい

るが、補足給付のあり方を再検討し、横浜市が実施しているような、居住費への公費補助の

新設など、低所得者も個室ユニット特養に入居できるような制度改革を検討すべきである。 

 

■都道府県がなすべきこと■ 

◯ 都道府県は、低所得者でも個室ユニット型特養に入居できるよう、独自の施策を検討する

とともに、国に対し、制度改革を要請すべきである。 

 

■国と地方自治体が協働してなすべきこと■ 

◯ 特養待機者の問題は、雑居特養の増設では解消できない。国と地方自治体は、要介護者が

できるだけ自宅で暮らすことができるよう、在宅福祉、医療資源の拡充に努めるとともに、

要介護者が介護サービスを利用しながら安心して暮らすことができる高齢者住宅の整備を促

進するための施策を積極的に進めるべきである 

２０１０年６月２７日 

特養をよくする特養の会 

特養ホームを良くする市民の会 

「雑居部屋特養」の新設を許さない緊急集会 参加者一同 



「雑居部屋特養」の新 設を許さない緊急集会へのメッセージ 

 

2010 年 6月 27日 

NPO 法人高齢社会をよくする女性の会 

 理事長 樋 口 恵 子 

 
 日本国憲法前文には、国政の「福利は国民が享受する」とあります。憲法十

一条には「基本的人権」がうたわれ、二十五条には「健康にして文化的な生活」

の権利が定められています。そして介護保険法第一条には「尊厳を保持する介

護」の文言が加わりました。 

 ああ、それなのに、特別養護老人ホームに雑居部屋へ逆戻りの動きがあると

は何ごとでしょう。 

 私たち高齢社会をよくする女性の会は四半世紀以上前の設立当初から「つい

の住みかは個室が当然」と主張し、個室に固執しつづけてきました。それは憲

法の前文、各条項の規定からみても、雑居部屋では基本的人権は満たされない

し「健康で文化的な最低限度の生活」とは思えないからです。これは地方自治

の問題である以前に、憲法に定められた日本国民の権利だと私たちは考えます。 

 基本的人権や健康で文化的最低限度の生活の中に、人間らしくプライバシー

を保って眠ったり、排泄したりすることも当然含まれます。 堂々といびきを 

かくいびき権、堂々としかしプライバシーを保って排泄する排泄権、人知れず

おならを放つおなら権、みんな私たちが生きものである限り自然の営みであり、

人間である限り尊厳を持ってこれらの行為を営めるよう保障されるべきものと

考えます。 

 このような人間の尊厳を押しつぶすような雑居部屋は、あえて言えば日本国

憲法違反ではないでしょうか。 

 人生の最後の季節を人間として最低限の尊厳と文化的生活が保障されるよう、

雑居部屋に反対し 個室化をすすめる運動を皆様とごいっしょにすすめたいと 

存じます。 



公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 
平成２１年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）事業 

要介護者の状況に応じた適切なサービスの提供と利用者負担の在り方についての調査研究 

報告書サマリ 
１．事業目的 

特別養護老人ホーム及び居宅サービス利用者及び家族に対し、利用に係る経済的負担感や意識、負担者の

収入の実態等の調査分析を通して、利用者負担の在り方を提言する。 

 

２．事業内容 

（１）特別養護老人ホーム及び居宅介護支援事業所における介護サービス利用状況及び利用者・利用者家族 

等の経済状態のアンケート調査の実施 

（２）アンケート調査協力施設及び利用者・利用者家族等へのヒアリング調査の実施 

 

３．事業結果 

Ⅰ 特別養護老人ホームにおける利用状況調査から 

（１）調査の対象、属性 

①調査対象 100 施設のうち 56 施設から回収、回収サンプル数は 2,249（回収率 36.4％） 

②回答者の平均年齢は 86.23 歳、平均要介護度 3.9、男性は 20.9%、女性が 79.1%    
（２）調査結果の概要 

  ①入所中の居室タイプは、個室が 30.8％（うちユニット型 21.9％）、多床室が 69.2％ 

（厚生労働省 介護サービス施設・事業所調査によれば、個室比率は 28％、うちユニット型の比率は 18％） 

 

  ②入所者の年収総額の分布は、100 万円以下が 53.9％を占め、50 万円超～100 万円以下の層が最も多い。 

   収入の種類では、国民年金が 64.5％、厚生年金 37.9％であり、被用者年金の合計は 46.5％と全体の 

半数に満たない。 

 

1 2 3 4 5 6 7

無
年
金
の
た
め

０
円

５
０
万
円
以
下

１
０
０
万
円
以
下

１
５
０
万
円
以
下

２
５
０
万
円
未
満

２
５
０
万
円
以
上

無
回
答

2.6 20.9 33.0 21.4 14.6 5.0 2.4

0

20

40

60

(%)

1 2 3 4 5 6 7

国
民
年
金

厚
生
年
金

共
済
年
金

企
業
年
金

そ
の
他
の
年
金

そ
の
他

無
回
答

64.5 37.9 8.6 1.2 13.7 6.6 2.9

0

20

40

60

80

(%)

 入所者 の 年収総額  （Ｎ =2249／単位％）

 
  （  収入の種類 N=2249 ／単位％）

入居中の施設および居室タイプ （Ｎ=2249） 

従来型個室

8.4%

ユニット型

21.9%

従来型

多床室

　69.2%

個室

 30.8%

多床室

69.2%

準ユニット型

0.5%



  ③利用者負担段階では第２段階が最も多く 58.8％を占める。 

 
注）施設サービスの入所者負担が重くならないように、所得の低い入所者には負担の限度額が決められている。 

入所者は世帯所得に応じた４つの段階に分けられた負担限度額までを自己負担し、基準費用額と負担限度額との 
差額分は介護保険が負担する。 

利用者負担段階 対象となる人（市町村民税世帯非課税）※ 

第１段階 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 

第２段階 合計所得金額＋課税年金収入額が年額で合計 80 万円以下など 

第３段階 合計所得金額＋課税年金収入額が年額で合計 80 万円超（年金収入だけの場合、80
万円超の市町村民税世帯非課税者） 

第４段階 （全額自己負担） 
  ※市町村民税課税層でも，高齢夫婦世帯の一方が施設に入所し，食費・居住費の負担により残された配偶者の在宅生 

活が困難になるような場合は，第３段階とみなされる。 

  ④利用者負担段階ごとの居質タイプ別入所者負担の平均額は、特に居住費によって大きく変動する。 

 また、居室タイプと入所者の年収は相関関係にあり、経済的な状況が居室タイプの選択に影響を与え 

ている。 
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 居室タイプと利用者負担段階による入所者負担（平均額）



 
 

＜ヒアリング、アンケート自由コメントより＞ 

・「特別養護老人ホームの費用以外に、病気のため本人の入院費用が必要」 

・「利用者負担を入所者の国民年金の範囲に抑えたい」 

・「介護報酬改定により利用料個人負担の引上げ、医療費負担の増加、要介護度が重くなった場合の施設利用料

の増加等があれば、どうすればよいのか不安」 

・「現状は何とかこなしているが、将来的にどうなるか不安」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体 （N=2249）

50万円以下 （n=529）

50万円超100万円以下 （n=743）
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総括・提言 

○特別養護老人ホームに入所している要介護者の経済状態は、国民生活基礎調査などで報告されている一

般的な高齢者の所得と比べると、極めて低水準であり、経済的になんらかの問題を抱えていると思われ

る者が多い。実際、被用者年金を受給している者は多くなく、老齢基礎年金（月額換算で 6万円程度）

が生活の糧である者が多数である。 

○また、現行の特定入所者介護サービス費（いわゆる補足給付）の対象となる利用者負担段階の第 1段階

から第 3段階の者が入所者のおよそ 8割を占めている。 

○ユニット型個室の場合、現行の補足給付を活用しても、入所者の負担額（平均額）は 6万円超（第 2 段

階）から 12 万円超（第 4段階）となっており、本人の所得額を超えると推測されるケースが多い。 

 （本調査研究での別のデータで、家族が費用補填をしているケースは約 6割あり、そのうち負担感を感

じているケースは約 8割と、家族の負担に依存している比率が大きいこともわかった。） 

○この意味で、現行の補足給付の存在意義は大きい。仮に補足給付がなくなり、食費・居住費が全額自己

負担となると、施設入所を継続できなくなる利用者が多数あると思われるし、家族の生活も破綻する場

合も少なくないだろう。 

○そして同時に、優れたケアの方式として特別養護老人ホームに積極的な導入が促されてきたユニット型

個室は、費用負担の面から考えると、高齢者の所得（年金の給付）レベルと齟齬があると言える。 

○一方、現行の補足給付は保険給付として行われており、本来的な保険原理に反すると言われる。そのた

め、これを公的扶助の一環として一般会計で賄うべきという指摘がある。しかしながら、現実に公的扶

助として実施するとなると、資産調査（ミーンズテスト）の行政コスト・手間がかかること、利用者・

家族のスティグマは避けられないこと、一般会計からの支出となることで自治体にとっての公費負担が

大きくなり保険者・自治体が難色を示すことが予想されることといった問題が推測される。このことか

ら考えると、補足給付は保険給付の一環で実施される方が現実的であろう。 

○現行の補足給付は世帯の所得に着目したものであり、施設入所を契機に特養に住民票を異動するため、

結果的に世帯を分離することになる。そうしない場合、家族が施設入所の費用を重く負担しなければな

らなくなることも調査結果としてわかった。このように家族に経済的負担を求める施策は今日的とは言

えない。こうしたことから、補足給付は、あくまで本人の所得に着目して行われるべきと考える。 



  Ⅱ 居宅サービス利用者における利用状況調査から 

（１）調査の対象、属性 

①Ⅰの調査対象の特別養護老人ホーム 100 施設のうち、居宅介護支援事業所併設の 78 事業所を対 

象に実施。うち 41 施設から回収、回収サンプル数は 1,194（回収率 30.2％） 

②回答者の平均年齢は 83.49 歳、男性は 30.6%、女性が 69.4% 

③要介護度で最も多いのは要介護度１で 25.3％、次いで要介護度２の 21.4％、要支援段階（要支 

援１及び要支援２の合計）の 19.4％、要介護度３の 19.1％    
（２）調査結果の概要 

  ①介護の有無をみると、同居している介護者がいる割合が 76.0％、利用者の要介護度が重度化するにつ 

れて介護者が同居する比率が高まり、要介護度５ではほぼ全員同居の介護者がいる。  

 
  ②居宅サービス利用者のうち 24.5％が施設への入所を申し込んでいる。最も入所希望が高い施設は特養 

の多床室（個室以外）で 63.0％を占め、次いで特養の個室の 18.8％であり、併せて８割を超えている。  

年収が 250 万円以上になると、希望する居室タイプの多床室（個室以外）と個室の差が小さくなってい 

る。また、入所希望理由については「安心して生活できる」が 67.5％で最も多く、経済的な理由だけで 

なく、生活施設としての環境が重視されている。 
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入所申し込み施設 （n=292） 80.1 40.4 11.0 3.1 1.4 2.7 4.8 3.4 2.1

最も希望する施設 （n=292） 63.0 18.8 3.8 2.1 0.3 1.4 3.4 1.4 5.8
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 入所を申し込んでいる施設と最も入所を希望する施設（Ｎ＝292／単位％）＊複数回答 

                                                   ＊最も入所を希望する施設は単一回答 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ヒアリング、アンケート自由コメントより＞ 

・「老人が老人を介護する場合、待機期間中の介護が長引けば体力、精神力が続かない」 

・「待機期間がどれだけかかるかわからなくて不安だ」 

・「入所待ちに時間がかからぬよう、施設を増やしてほしい」 

・「新設施設がユニット型中心なのは困る。料金の安い部屋を残してほしい」 
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申込者 （n=292） 67.5 58.2 36.0 30.5 11.6 2.7 5.1

無年金等のため0円 （n=8） 50.0 75.0 62.5 25.0 0.0 0.0 0.0

50万円以下 （n=54） 68.5 53.7 48.1 18.5 7.4 1.9 5.6

50万円超100万円以下 （n=85） 65.9 52.9 40.0 29.4 16.5 1.2 2.4

100万円超150万円以下 （n=61） 70.5 62.3 37.7 41.0 9.8 6.6 6.6

150万円超250万円未満 （n=49） 73.5 61.2 28.6 36.7 12.2 2.0 4.1

250万円以上 （n=21） 81.0 71.4 0.0 38.1 14.3 0.0 4.8

特別養護老人ホームの
多床室（個室以外）

（n=234） 54.7 47.0 36.3 26.1 8.1 1.3 2.6

特別養護老人ホームの
個室

（n=118） 33.9 26.3 9.3 12.7 9.3 0.8 0.8

0

20

40

60

80

(%)

 入所希望理由（Ｎ＝292／単位％）＊複数回答 

総括・提言 

○居宅サービス利用者では、重度化すると家族が同居せざるを得ないケースが多い。 

○これは、施設入所におけるケアは 24 時間 365 日の生活援助（家事）・介護・医療などのパッケージメニ

ューであるのに対し、居宅サービスでは個々のサービスを選んで組み合わせる形となるため、家族の介

護負担を背景として成り立っているものと考えられる。居宅での生活を制度的に促していくとすれば、

本当にこうしたパッケージメニューを地域で提供できるのか否かが問われるだろう。 

○施設入所を希望して入所申し込みを済ませている居宅サービス利用者においては、特別養護老人ホーム

の多床室を申し込んでいるものが約 8 割である。最も希望する施設も特別養護老人ホーム多床室で約 6

割を占めた。さらに、特別養護老人ホーム申込者で多床室と個室の申込者のそれぞれの特徴をみると、

所得との間に相関関係が見られる。 

○前述したとおり、実際の高齢者の所得レベルは高くなく、現実的な経済状況からユニット型個室を希望

しない利用者も多いと言える。 

○申込者においては、新設施設ではユニット型が中心になっていることから、利用料支払いを懸念する声

もあった。また、入所待機にあまりにも時間がかかることを懸念する声もある。こうしたことから、利

用者（家族）は従来型多床室の充実を求めているようにうかがえた。 

○これらのことから、所得レベルに応じた多様な施設類型が求められ、ユニット型や多床室がバランスよ

く整備されることが望ましいのではないかと思われる。 



2010 年 7 月 30 日 
社会保障審議会介護保険部会 

淑徳大学准教授 
結城 康博 

 
特養におけるユニット型個室等の論点について 

 
このことについて本審議会において以下のとおり意見を申したい。 
 
１．ユニット型個室と多床室について 
 現在国は、原則ユニット型個室を基本に整備を続けているが、これらの方針は正しいと

考える。しかしながら現状への対策案としては以下の選択肢が考えられる。

①ファーストベスト 

待機者対策を

前提とした新設特養の整備条件の選択肢。 

 ユニット型個室の整備を推進し個別ケアを促進する原則は堅持しつつ、以下の条件を追

加的に導入する方策である。 
ア．補足給付もしくは介護扶助（生活保護）等に基づいた財源措置を講じて、生活保護

受給者もユニット型個室を利用可能にする。 
    室         イ．ユニット型個室の個別ケアを継続して重視すべく、現在の介護士配置基準を多床室

          基準より手厚いものとする。 
②セカンドベスト 
 ファーストベストの条件が整わない場合、ユニット型個室の整備を促進しつつ、並行し

て老人福祉法に基づいた「福祉機能」にも配慮する方策である。すなわち、緊急措置とし

て保険者等の判断に基づいて、全床数のうち僅かながら多床室（2 人～4 人部屋まで）を認

め、合築をも可能にしていくというものである（ファーストベストが実現できるまでの時

限的・段階的措置に位置付ける）。 
この方策を採る場合、限界があるもののできるだけ多床室におけるプライバシー保護を

目指した「ケア」の開発・研究等の実施を考えていくべきである（既存の多床室にも配慮）。 
 
２．ショートステイについて 
 新設特養では、ショートステイ機能をも考える必要があり、地域や状況に応じて、これ

らに多床室を僅かながら認めることも議論すべきである（ただし、既述のファーストベス

トが実現されればその限りではない）。なぜならば、ショートステイにおけるユニット型個

室と多床室とでは、利用料に差が生じてしまうからである。 
 
３．補足給付について 
 本来、補足給付は低所得者対策であり、介護保険制度ではなく老人福祉制度の枠組みで

実施されるべきである。しかし、これを介護保険制度から外した場合、特定財源として代

替的な財源措置がなされる可能性は低いと考えられる。そのため社会保障制度上の整合性

に疑問がないわけではないが、現行制度を維持することもやむを得ない。 
以上 




















